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ロータリー財団 The Rotary Foundation 
 国際ロータリーのロータリー財団は、１９１７年(大正６年)に基金として発足
し、１９２８年(昭和 3 年)国際大会でロータリー財団と名づけられました。 
１９３１年(昭和６年)に信託組織となり、１９８３年(昭和５８年)に米国イリノイ
州の法令のもとに非営利財団法人となりました。ロータリー財団は財団の法人設立
定款と細則に従って、ロータリー財団管理委員会が慈善的かつ教育的目的のために
のみ運営するものです。  （「１９８３年財団法人設立定款の目的」より抜粋） 
 
【財団の定義】 
ロータリー財団は、ロータリークラブ、ローターアクトクラブおよび地区を通じて
実施される、承認された人道的および教育的活動の支援のために寄付を受け付け、
資金を配分する非営利財団である。 

（財団章典 10.010 2011 年 9 月管理委員会会合、決定 8 号） 

 
【使命】 
≪国際ロータリーの使命≫ 
国際ロータリーの使命は、職業人と地域社会のリーダーのネットワークを通じて 
人びとに奉仕し、高潔さを奨励し、世界理解、親善、平和を推進することである。

（2022 年手続要覧、ロータリー章典 26.010.1.2009 年 11 月理事会会合、決定 42 号）  
 
≪ロータリー財団の使命≫ 
ロータリー財団の使命は、ロータリー会員が、人びとの健康状態を改善し、質の高
い教育を提供し、環境保護に取り組み、貧困をなくすことを通じて、世界理解、親
善、平和を達成できるようにすることである。 

（2022 年手続要覧、財団章典 10.020.2022 年 1 月管理委員会会合、決定 41 号） 

 
≪ロータリー財団の標語≫ 
「世界でよいことをしよう」(Doing of The Rotary Foundation)が、ロータリー財
団の標語です。 
※2015 年 7 月～2018 年末までの「財団の優先項目と目標(2015 年 1 月管理委員会会合、決定 67

号)」の第 4 項目として決定されたもので、現在のロータリー章典から削除されているが、現在も財

団のモットーとして広く使われている。 

 
【ロータリー財団のビジョンステートメント（将来像）】 
管理委員会は以下のビジョンステートメントを採択しました。 
私たちは、世界で、地域社会で、自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むため
に、人びとが手を取り合って行動する世界を目指しています。 

（財団章典 10.030.2017 年 9 月管理委員会会合、決定 12 号） 
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ロータリー財団の歴史 History of The Rotary Foundation 

ロータリー財団は、１９１７年、米国ジョージア州アトランタで開催された国際大
会において、アーチ C.クランフ（Arch.C.Klumph）が「全世界的な規模で慈善・
教育・その他の社会奉仕の分野でよりよいことをするために基金をつくろう」と提
案したことに始まりました。アーチ・クランフは６人目（第７代）のＲＩ会⾧で、
ロータリー財団の父と呼ばれています。各地のロータリアンが目先の世界の出来事
に目を奪われている第１次世界大戦中にアーチ・クランフの夢が提起されました。 
 数か月後に、この新しく誕生した基金は米国ミズーリ州カンザス・シティーＲＣ
から米貨２６ドル５０セントの最初の寄付金を受け取りました。 
 １９２８年ミネソタ州ミネアポリス国際大会で、この基金はロータリー財団と名
づけられました。大恐慌が世界中で影響を及ぼし始めた１９３０年に、財団は最初
の補助金を授与することができ、ロータリーの創始者、ポールハリスが名前を秘し
て、５００米ドルを寄付し、身体障害児児童保護国際協会にその５００米ドルを贈
ることを要望しました。この行為はロータリー財団の歴史を振り返ると現在のポリ
オプラスを予感させるように思います。その後、ロータリー財団は国際ロータリー
理事会の同意の下に信託宣言を作成し、１９３１年１１月１２日に信託組織になり
ました。この信託宣言の大要は、ロータリー財団が受け取り管理する財産およびそ
の収益は、すべて国際ロータリーが行う活動のためにのみ支出されるというもので
あり、この信託宣言は今も生きています。 

ちなみにロータリー財団月間は１１月であるが、当初は、１１月１５日を含む 
１週間が財団週間でした。 

財団月間が１１月であることの理由の一端は、この信託宣言が１１月であったこ
とによるものです。 
 

ロータリー財団月間 The Rotary Foundation Month 
１９６４―６５年度 RI 理事会と管理委員会は、毎年１１月１５日を含む
１週間をロータリー財団月間とすることを定めました。その後に、１９３
８３―８４年に１１月をロータリー財団月間と定めました。１１月には、
全クラブが同時に財団月間を実施し、この月間はクラブが財団プログラム
を支援、推進、参加する特別な期間です。期間中、財団の活動を広く知ら
せる手段として、ロータリー財団補助金受領者その他が、クラブ例会、教
育機関や地域社会の会合で、ロータリー財団についての講演を実施しま
す。 
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合同年次目標 Annual Joint Goals 

国際ロータリーとロータリー財団は２０２４―２５年度の年度目標を以下の通り採
択しました。私たちは世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、持続可能な良
い変化を生むために人びとが手を取り合って行動する世界を目指しています。 
 
優先事項 1 「より大きなインパクトをもたらす」の目標 
1. ポリオを根絶し、ロータリーの役割を強調し、ポリオのない世界のための計画

を立てます。 
2. ロータリー財団への寄付全般を増やし、２０２５年までに２０億２,５００万

ドルの恒久基金を築きます。 
3. クラブ、地区、国際レベルで、地域社会の調査およびプロジェクトとプログラ

ムの測定を奨励します。 
 
優先事項 2  「参加者の基盤を広げる」の目標 
4. クラブとロータリーファミリーの多様性、公平さ、インクルージョンを育むた

めの活動を推進します。 
5. 既存の関係を強化し、ロータリーの行動に沿った新たなパートナーシップを築

きます。 
6. 革新的なクラブと新しい参加経路を確立し、発展します。 
7. 地元と海外の地域社会におけるロータリーと会員のインパクトに対する認識と

理解を高めます。 
 
優先事項 3 「参加者の積極的なかかわりを促す」の目標 
8. 会員のニーズに応え、会員維持率を高めるためにクラブを支える会員参加のた

めのツールを充実します。 
9. 参加者、特にロータリークラブとローターアクトクラブ間の協力とつながりを

強化します。 
10. 職業上のつながりを育み、リーダーシップスキルを養うためにロータリーを通

じて提供される機会を紹介します。 
 
優先順位 4 「適応力を高める」の目標 
11. より大きな協力と運営効率を促進するための革新的なアプローチを試行するこ

とにより、地域の適応力を支えます。 
12. ロータリーのリーダーシップとガバナンスにおいて、多様性、公平さ、インク

ルージョンを支援します。 
                （2023 年 7 月理事会会合、決定第 5 号） 
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財務 Finance 

「ワン・ロータリー One・Rotary」一致団結して使命を完遂しましょう。 
国際ロータリーとロータリー財団は独立した法人で、それぞれ活動する国々の法律 
や会計基準を順守しています。しかし、理念上も、実際上も一つのロータリーとし
て機能しています。ロータリー会員は会費を通じて国際ロータリーを支援し、寄付
を通じてロータリー財団を支援しています。 
 
【財団資金の資金管理】 
国際ロータリーのロータリー財団管理委員会は、世界中のロータリー会員から受領
した資金が勤勉と献身的な支援を反映した自主的な寄付であることを認識していま
す。ロータリー会員がロータリー財団に寄付を託したのは、本来の目的のために有
効に利用されることを確信し、理解した上でのことです。 
したがって、これらの資金を管理するという職責を負うロータリー財団管理委員会
は、ロータリー財団のプログラムに関連するすべての活動において適切な財務管理
の重要性を強調しています。管理委員会は、寄付が本来の目的のために有効に利用
されるように、プロジェクト実施に関するクラブとロータリー会員およびその他の
補助金受領者の高潔性を信頼します。管理委員会は、不正を認識した場合は速やか
に調査し、適切と考えられる措置を講じます。 
 
補助金の受領者、補助金申請の提唱者、プロジェクト委員会、選考委員会、および
その他のすべての補助金関係者は以下のことを行う事が期待されています。 

1. ロータリー財団補助金資金は、損失、不正使用、または流用から常に保護
され、厳密に解釈されるべき本来の目的にのみ使用されるべき厳粛な信託
として扱うこと。 

2. ロータリー会員にも一般の人びとにも、ロータリー財団の資金が不適切な
方法で使用されているように見えることさえも防止するために最大の注意
を払うこと。これは民間または法人の資金の使用に払う注意を越えること
が期待される。 

3. 責任を明確に説明した上でプロジェクトを十分かつ徹底して監督するこ
と。 

4. 補助金に関するすべての金融取引およびプロジェクト活動は、少なくとも
標準的な商取引での水準で実施し、常に「職業上のロータリアンの宣言」
に沿って、四つのテストの精神に完全に忠実であること。 

5. 補助金関連の活動におけるいかなる不正も直ちにロータリー財団に報告す
ること。 

6. プロジェクトは補助金支給において管理委員会が承認した通りに実施する 
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  こと。合意した条件からの逸脱またはプロジェクトの実施における変更
は、ロータリー財団から事前に書面で認可を得なければならない。 

7. 現行の管理委員の方針と指針に従って業績評価および／または独立財務審
査の手配を行うこと。 

8. プログラムと財務活動の両方について、期限内に詳細な報告書を行うこ
と。 

9. 通知が送付されたプロジェクトの実施に関するすべての懸念事項を適切に
対処する責任を負うこと。 

10. 事実上の利害の対立、あるいはそのように疑われる可能性を避けるような
方法で運営することにより、ロータリー財団のプログラム補助金に関する
商取引において透明性を示すこと。 
（財団章典 34.101.2015 年 6 月管理委員会会合、決定 146 号） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【ロータリー活動を支える基金】 
・年次基金 
・恒久基金 
・ポリオプラス基金 
・使途推奨冠名基金 
・その他の基金 
 
年次基金 
年次基金は、ロータリー財団プログラムを支える主な資金源です。年次基金へのご
寄付により、ロータリーは世界中の地域社会で、平和の推進、水と衛生状態の改
善、教育の支援、地域経済の発展、母子の健康、疾病の予防や治療、環境の保護、
災害救援・復興といった活動にあたっています。年次基金へのご寄付は、「シェ
ア」、「国際財団活動資金(WF)」、「重点分野」を指定して行うことができます。 
例えば、年次基金（シェア）を指定した場合、ご寄付の一部は、後にあなたの地区
で利用できる地区財団活動資金(DDF)となります。地区はこれを地元のニーズに応
じたプロジェクトに充てることができます。 
 
恒久基金 
恒久基金への寄付は、元金が支出されることなく、収益の一部がロータリー財団プ
ログラムを恒久的に支えることとなります。これにより、今日のロータリーを支え
ると同時に、世界でよいことをするロータリーの未来を支えることができます。 
なお、２０２５年までに恒久基金を２０億２５００万ドルとする寄付目標が立てら
れています。 
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ポリオプラス基金 
ポリオプラス基金はポリオ根絶活動のために寄付元金を守り、維持するための基金
です。 
 
【外部評価】 
ロータリー財団が１６年連続で最高評価を得る 
ロータリー財団は、米国の慈善団体を評価する独立評価機関であるチャリティーナ
ビゲーターより２００８年以来、１６年連続で最高の４つ星評価を受けました。 
 今回の 4 つ星は、ロータリー財団が部門別のベストプラクティス（最善の方法）
を実践し、財務的に効率の良い方法でその使命を遂行したこと、また、財務健全
性、説明責任、透明性へのコミットメント（業務遂行の責任）を示したことが評価
されたものです。チャリティーナビゲーターが評価する団体のうち、１６年連続で
４つ星評価を獲得した団体は、全体の 1％にすぎません。 
 

 
 
ロータリーの投資実績および財務等に関する詳しいことは、下記の「My Rotary」
内にある「ロータリーの投資」や「財務」をご参照ください。 
                記 
投資関係：https://www.rotary.org/ja/rotary-investments 
財務関係：https://www.rotary.org/ja/annual-report-2023 
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シェアシステム Share System of The Rotary Foundation 

財団では、地区が十分な時間をかけてプロジェクトを計画・選択できるように、 
また、投資収益を運営益（寄付推進費と一般管理運営費）に充てることができるよ
うに計画された 3 年間の資金サイクルを採用しています。 
 

 
【寄付の種類によって使われ方が違う】 
① 年次寄付金は 3 年間、資金として運用し、その運用益は財団の運営費に使われ

る。元金は 3 年後、財団の運営費（５％）を除き地区財団活動資金(DDF)、お
よび国際財団活動資金(WF)として４７．５％ずつ戻される。これがシェアシ
ステムと呼ばれるものです。 

2021-22 2023-24 2022-23 2024-25 2025-26 
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② 恒久基金は元金を使いません。運用益のみを地区と財団で使われます。 
③ ポリオプラスやロータリー平和フェローシップおよびロータリーの重点分野等

に対する寄付に指定した寄付金は、指定されたポリオ根絶のためやフェローシ
ップ支援および指定された重点分野等にのみ全額が使われます。 

④ グローバル補助金へのクラブからの寄付金は、指定されたグローバル補助金プ
ロジェクトに使われます。 

 
【地区補助金とグローバル補助金の仕組み】 
①3 年前の年次寄付の 47.5%が DDF（地区財団活動資金）として、地区にその配
分が任されます。その DDF の 50％を上限として、地区補助金（DG）に使うこと
ができます。（実際には、恒久基金の運用益の一部も加算されます）。この金額内
で、各クラブから申請のあったプロジェクトに配分していきます。 
＜例＞ 
例えば、3 年前の年次基金寄付が８,０００ドルだとしたら…。 

②3 年前の年次基金と恒久基金の運用益の 47.5%、前年度未使用金、前年度 DG 未
使用金の合計額が DDF の総額となります。そして、その総額の 50％が地区補助金
(DG)使用可能額となり、地区奉仕プロジェクトや地区奨学金、補助金管理セミナ
ー、財団管理費などに利用され、その他の金額がグローバル補助金、寄贈としてロ
ータリー平和センター、ポリオプラスへ配分します。 

DDFとして3年
前の年次基金寄

付の47.5%

恒久基金の運用益の
シェア分

＋

前年度からの

繰越金

DGとして利用

する額

ポリオプラスへの寄付

＋

平和センターへの寄付

3年前の年次基金寄付
8,000ドル

DDFとして

戻ってくる額

3,800ドル

DGとして利用

できる額1,900ドル
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寄付 Contribution 

ロータリー会員はポリオ根絶活動やロータリー平和センター、重点分野の支援など
さまざまな活動を通じて、世界をより良い場所にするため、世界各地で活躍してい
ます。このような活動と寄付はいわば車の両輪のようなもので、どちらが欠けてい
ても先には進みません。 
 寄付に対して、感謝の気持ちを表すために、ロータリー財団からはさまざまな認
証の機会が用意されています。寄付者と分かるようように着用できるピンなどが贈
られ、寄付額は年々累計し算出されます。 
 なお、各種寄付は My ROTARY よりクレジットカードを利用しての寄付とクラ
ブ経由での寄付ができます。いずれも公益財団法人ロータリー日本財団を通しての
ロータリー財団への寄付に対して日本の法律に基づく税制上の優遇措置の対象とな
ります。 
  
【公益財団法人ローリー日本財団】 
公益財団法人ロータリー日本財団は日本の法律に従って設立された公益財団法人で
あり、この法人を通じてロータリー財団に寄付すると、日本の税制上の優遇措置を
受けることができます。この財団はロータリーの奉仕の理念に基づき、人々の健康
状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済することを通じて、世界理解、親
善、平和を達成できるようにすることを目的としています。公益財団法人ロータリ
ー日本財団は、国際ロータリーのロータリー財団の協力財団です。２００９年 6 月
11 日に一般社団法人として設立され、２０１０年１２月２４日、公益財団法人お
よび公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年度法律第４９号）第４条に基
づき、内閣総理大臣より公益財団法人の認定を受けました。 
 
【税制上の優遇措置】 
公益財団法人ロータリー日本財団への個人、法人からの寄付は、公益目的事業を支
援するために支出された「特定公益増進法人」への寄付金として取り扱われ、税制
上の優遇措置の対象となります。個人の寄附金に対する優遇措置は、「所得控除」
または「税額控除」のいずれかを選択することが出来ます。「税額控除」を受ける
ためには、確定申告の際「領収証」のほかに、「税額控除に係る証明書」の提出が
必要となります。証明書は領収証の裏面に印刷してあります。なお、特定公益増進
法人であることの証明書は必要ありません。 
寄附金控除の制度、確定申告の手続等につきましては、国税局のホームページ（個
人・法人）、または最寄りの税務署にお問い合わせください。 
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【寄付の方法について】 
・銀行振込による寄付 
・My ROTARY からのオンラインによる寄付 ※クレジット決済 
・米ドルでの寄付 

があります。 
【銀行振込による寄付の流れ】 
① 寄付分類を決める 
先に、寄付者が何に対して寄付をしたいのか、寄付分類（寄付の使途）を決めま
す。 
寄付者が特に支援したい分類、あるいはクラブや地区の目標に合わせるなどして決
定します。ポール・ハリス・フェローやベネファクターなどの希望の認証がある場
合は、寄付分類がどの認証に対応しているかも確認します。 
 
② 寄付者を確認する 
寄付者は、個人、法人、ロータリークラブ、インターアクトクラブ、ローターアク
トクラブ、地区のいずれかでお願いします。個人の認証やバナー認証の目標などを
確認し、寄付送金明細書の寄付者欄に記入する名義を決めてください。確定申告用
の領収書は、記入された ID 番号に基づき、個人と法人向けに送金明細書に記入し
た名義で発行されますのでご注意ください。 
※初回寄付の際に報告いただいた漢字表記で領収証を発行します。 
 
③ 寄付送金明細書を記入する 
次に、寄付送金明細書に必要事項を記入し、kifu@rotary.org へメールにて送ってく
ださい。（メールが使えない場合は、FAX でも可）。 
※寄付送金明細書は、エクセル形式のままで送ってください。 
 
④ 寄付金を指定の口座に送金する 
寄付送金明細書を送った後、以下の口座へ寄付金を送金します。 
 
三井住友銀行 赤羽支店 普通預金 3978101 
名義：公益財団法人ロータリー日本財団 
※振込先は寄付金明細書上部にも記載されています。 
 
【寄付送金明細書】 
ロータリー財団への寄付は、公益財団法人ロータリー日本財団を通じて送金するこ
とができます。寄付送金明細書は、銀行振込で寄付する際に送る書類です。 
※本書式は、なるべくエクセルファイルのままメールに添付して送ってください。 
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寄付送金明細書の入手方法 
寄付送金明細書のダウンロードは、My ROTARY より可能です。My ROTARY に
ログイン後、トップ画面の右上「ご寄付」をクリック→ページ最下部「寄付資料」
の中の「ロータリー日本財団 寄付送金明細書（ロータリーアン/クラブ用）」をク
リックすると、ダウンロードが始まります。 
 
〇寄付金明細書（ロータリーアン/クラブ用）（Excel ファイル） 
https://my.rotary.org/ja/document/piif-contribution-form-rotarians-clubs 
なお、送金明細書の具体的な記入は「寄付と認証の手引き」を参照ください。 
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送金明細書の記入の注意点 
NO. 項 目 内 容 
① 
 

通信欄 ・特記すべき事項を記入してください。 
・振込名義 
・振込、領収証、認証品等に関する連絡事項 
・法人名義漢字表記の修正・変更の依頼  
・メモリアルコントリビューションの情報  
・お礼状の送付先など 

② 送金情報 ・TEL は日中連絡が取れる番号を入力してください 
・送金額と寄付金送金明細書の日本円の合計額が一致し

ていることを確認してください 
・レートは数字のみだけを記入してください。（入力

例）：＄1=￥150 の場合「150」と記入してください 
・RL レートはウェブサイトを参照ください：     
〈https://my.rotary.org/ja/exchange-rates〉              

③ 寄付者名 ・寄付者名義を正確に記入してください  
・初回の表記が確定申告用領収証作成のデータになりま

すので正確に記入してください（入力例）：株式会社と
㈱、高橋と髙橋、寿と壽など  

・領収証の再発行はできません 
・寄付歴のある方のお名前の変更は「通信欄」にて知ら

せてください。また、寄付者の漢字表記に修正・変更
がある場合は、My ROTARY の会員情報を確認し、手
続きをしてください。 

・法人寄付の場合は寄付者名には法人名を入力してくだ
さい。会員名を入力すると個人の寄付・領収証の発行
となります。なお、法人寄付はポール・ハリス・フェロ
ーなどの個人の認証や累計になりません。 

④ ローマ字名 ・会員の登録情報とおりに入力。法人の場合も正確な英
語表記が必要です 

・一字でも登録と違うと別人とみなされることがありま
す。（入力例：Sato と Satou など)③正式名称・スペル
は本人や会社に確認してください 

・会社の英語表記がない場合は、文字数が少なくなるよ
うに略称を使ってください。（入力例：「Kabushiki-
Kaisha」→「CO.」「K.K.」など） 

⑤ ID 番号 ・寄付者の ID 番号を漏れなく入力してください 
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・新入会員は先に My ROTARY から ID を取得してくだ
さい 

・新規の場合はパスポートのスペルを推奨しています 
・ID 番号と名前が一致しない場合、データ処理上 ID 番
号所有者の寄付となることがあります 

⑥ 寄付分類 ・寄付分類を▼でリストから選択してください 
・グローバル補助金や冠名基金へのご寄付は、番号をご

記入ください 
・ポール・ハリス・フェロー等の認証名は記入しないで

ください 
・入力がない場合は、年次基金―シェアとする場合があ

ります 
・詳細は「寄付分類」シートを参照してください 

（入力例 よい例：年次基金―シェア、恒久基金―シェ
ア、ポリオプラス基金、恒久基金ロータリー平和センタ
ー（基金指定なし））、冠名基金（E98765）など)（悪い
例：ベネファクター、ポール・ハリス・フェロー、ポ
ール・ハリス・ソサエティーなど） 

⑦ 円金額 ・寄付者、寄付分類ごとに 1 行使い、円金額を記入しま
す。なお、経費負担を軽減するため、できる限り一口 2
千円以上でお願いいたします 

・グローバル補助金の現金拠出は、5％の追加分も合わせ
て送金してください 

⑧ ＄金額 ・パソコン入力の場合、RI レートと円金額の入力で自動
計算されます 

・手書きの場合は、小数点第 3 位を四捨五入し、第 2 位
まで記入してください 

・データ処理上、レートにより、数セント単位の誤差が
生じる場合があります 

 
【オンラインでの寄付】 
My ROTARY にログイン後、下記ウェブページ内の「ご寄付」ボタンから手続き画
面に進んでください。お手続きが完了すると確認メールが届きます。必ず確認を
し、保管してください。 
 
【米ドルでの寄付】 
①事前に日本事務局まで連絡し、専用の寄付送金明細書を受け取ってください。 
②専用の寄付送金明細書に必要事項を記入し、返送してください。 
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③書留（簡易書留も可）か銀行振込にて送金してください。 
※銀行振込の場合、手数料が高くなる場合があります。手数料は送金者負担となり
ますので、ご注意ください。また、銀行によって、米ドルの取り扱いの有無や手数
料等は異なります。 
※米ドルでの寄付は、送金先がロータリー財団となりますので、税制上の優遇措置
は受けられません。 
 
【ファンドレイジング】 
ロータリー会員が、誕生日や記念日、または世界ポリオデーなどの特別な行事に合
わせてファンドレイジングを立ち上げましょう。２０２０―２１年度より、新しい
デジタルツール「Raise for Rotary」（「ロータリーの募金」）が導入されました。 
 
―プロジェクトの資金集め（募金活動）― 
プロジェクト実施に必要な資金が足りないなどのクラブは、チャリティーディナ
ー、ウオーキング大会、オークションなど、さまざまな工夫を凝らした募金活動で
資金を調達できるかもしれません。これらのイベントは、資金を集めるだけではな
く、人々にロータリーを知っていただくチャンスです。 
募金のアイデアを以下にいくつかご紹介します。 
・定期的に食事なしの例会を行い、節約した費用を寄付 
・ウオーキング大会、自転車レース、ミニマラソン大会 
・家族や大切な人の名前での記念寄付や追悼寄付 
・ポリオ撲滅のための街頭募金。（例えば、ポリオ予防接種を受けた子どもと同じ
ように）寄付をしてくれた人の小指に紫のインクをつけ、根絶活動への意識を高め
る「パープルピンキー募金キャンペーン」など。 
 
【ローターアクト寄付達成証】 
ロータリー財団に 100 米ドル以上を寄付したローターアクトクラブは寄付達成証
が贈られます。 
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【寄付分類と認証 関係表】 
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≪参考≫ 

【財団資金の資金管理 資金管理:ロータリー財団章典第３章第３４条 34.010．】 

国際ロータリーのロータリー財団管理委員会は、世界中のロータリアンから受領した資金

が勤勉と献身的な支援を反映した自主的な寄付であることを認識している。ロータリアン

がロータリー財団に寄付を託したのは、本来の目的のために有効に利用されることを確信

し、理解したうえでのことである。 ―以下省略― 

 

【ロータリー財団への義務的寄付の禁止 新会員:ロータリー章典第２章第５条 5.020.2.】 

ロータリー財団は、自発的寄付を原則として発展してきた。財団への寄付を会員の資格条

件としてはならず、これを資格条件として言及するいかなる文も、会員入会申込用紙に記

載してはならない。クラブが財団への寄付を会員資格とするような細則を制定することは

禁じられている。会員証にこのような寄付について言及することは、一切認められない。       

（2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号） 

 

【寄付の目標額の設定 ロータリアンへの財団年次寄付の奨励 財務：ロータリー財団章

典第５章第５０条 50.020.】 

クラブと地区はロータリー財団への継続的な年次寄付を推進する取り組みの立ち上げやプ

ログラムの採用を奨励されている。適切であれば、クラブと地区はロータリー財団支援の

成功の測定基準として「一人当たりの寄付」を活用するよう奨励されている。           

（2000 年４月管理委員会会合、決定 126 号） 

 

〈寄付・認証についてのお問い合わせ先〉 
国際ロータリー日本事務局 財団室 

E-mail：rijpntrf@rotary.org／Fax：03-5439-0405 
電話番号：03-5439-5805 
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地区補助金 District Grants 

地区補助金は、地元や世界各地の地域社会のニーズに取り組むための、比較的規模
の小さい、短期間な活動を支援します。これらの活動は、ロータリーの会員が、人
びとの健康状態を改善し、質の高い教育を提供し、環境保護に取り組み、貧困をな
くすことを通じて、世界理解、親善、平和を達成できるよう支援するというロータ
リー財団の使命に沿うものです。どの活動を支援するかは地区が決定し、地区は地
区内の個別プロジェクトを一括してロータリー財団に申請します。 
 
 
【地区補助金の事業スキーム】 

※確定額は地区全体で使用できる金額です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地区補助金の事業スキームは 2 年度制 
【計画年度・実行年度】 
 

補助金によって実施するプロジェクトは、2 年目に会⾧エレク
トを中心に事業を立案し、3 年目の会⾧年度に実施します。 

寄付

年度

【1年目】
プロジェクト
で使える金額

が確定※

【2年目】

プロジェクト

計画年度

【3年目】

プロジェクト

実施年度
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【地区補助金の概要】 

項 目 内 容 

対象の活動 
・人道的プロジェクト（奉仕活動を行うための現地への渡航

や災害復興活動など） 
・奨学金 
・青少年プログラム（ロータリー青少年交換、ロータリー青

少年指導者育成プログラム[RYLA]、ロータアクト、イン
ターアクト等） 

・専門職業をもつ人びとからなる職業研修チームの派遣(現
地の人びとに職業研修を行うチーム、または現地で職業ス
キルを学ぶチーム) 

上記のプロジェクトを代表提唱者として、年度内 1 クラブ 1 
申請とします。ただし、補助金利用可能額が １クラブ１万 
ドル以上の場合に限り、２つのプロジェクト申請が可能で 
す。また、プロジェクトの実施は原則 1 年以内（5 月 31 日 
迄）です。 

地区支給総額 
地区は地区財団活動資金（DDF）の５０％までを地区補助 
金として毎年申請できます。なお、この５０％は、3 年前に 
地区が年次基金に寄付した額および恒久基金への寄付の投資 
収益によって生まれた DDF を基に計算されます。 
（ロータリー財団より地区に一括して補助金を支払われた後
に、所定の手続きを経た後に、地区がクラブに資金を支給し
ます） 

クラブへの 
支給額 

各クラブへの支給可能限度額は 3 年前にクラブから寄付され 
た年次基金の２５％を限度として支給します。なお、補助金
申込や地区財団活動資金の予算状況、ロータリーレートの変
動などの諸条件により支給予定額が増減する場合があること
をご了承ください。減額の場合は、クラブの拠出金などから
の充当となります。 

参加資格 
クラブは地区補助金の申請に先だって、クラブが地区から 
認定を受けるため、会⾧と会⾧エレクトが以下を行う必要が 
あります。 
A) 「クラブの覚書(MOU)」に同意すること。 
B) 地区が実施する「補助金管理セミナー」に、クラブから

少なくとも 1 名の会員が出席する。なお、クラブ所属の
地区役員のセミナー出席は要件に該当しません。 

C) 地区が独自に設けている要件への同意をいただきます。 
地区補助金申請

締切日 
4 月 5 日までに申請してください。なお、締切日を過ぎた場
合は、原則申請を受理しない場合があります。 

申請報告方法 
「地区補助金申請・報告システム」にて申請してください。 
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【地区の覚書 MOU】 
① MOU は地区補助金を適正に使用することを確約する覚書です。 
② MOU の提出にあたっては、この MOU を熟読し、その内容を理解した上で署

名して、定められた期日までに提出する必要があります。 
③ MOU は、提出時のクラブ会⾧および会⾧エレクトが署名します。なお、提出

時に会⾧エレクトが決定されていない場合は、後日補完することができます
が、補助金申請時までに補完しなければなりません。 

④ MOU は指定の用紙を提出していただきます。提出方法は原本 1 部を地区事務
所に送付してください。 

⑤ MOU 未提出の場合、補助金申請および受領資格がないものとなりますのでご
承知置きください。よって、他地区からのグローバル補助金（GG）の申し入
れの受理、奨学生のための補助金申請はできません。 

 
【地区補助金審査要項】 
〈地区における地区補助金審査基準の原則について〉 
申請される様々なプロジェクトに対して、すべてのケースに対応したルールを明文
化することは極めて難しいため、基本的には「授与と受諾の条件」を適用し、カバ
ーしきれない事項については人道性、公益性、教育性、ロータリーの公共イメージ
の向上や活性化に繋がる等々の観点から厳格にプロジェクトを審査します。よっ
て、互いにロータリアンとしての善意、友情、そして良識で臨機応変に対処し、透
明性の維持に努めます。 
第２５６０地区の地区補助金(DG)を利用する場合、下記の審査基準および制約事
項をご確認ください。 
 
 

記 
 

 
◎基本的審査基準 
① 奉仕プロジェクトの妥当性(受益地域社会の意向・人道性・教育性) 
② 申請書の申請内容の妥当性(記述内容・署名) 
③ 見積書等の妥当性(必要に応じて写真添付) 
④ プロジェクトの総額と申請書類の妥当性 
⑤ 申請クラブの会員の参加程度(ロータリアンの積極的参加) 
⑥ 寄贈品等、物品目録の帰属先の特定とメンテナンス責任者の特定 
⑦ 実施時期の特定 
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◎制約事項(地区補助金が不適格とされる事項) 
 
制約事項は次の 2 つの基準で判断する。 

A) ロータリー財団『授与と受諾の条件』による制約事項 

B) 地区裁量による制約事項 

 
A) ロータリー財団「授与と受諾の条件」の制約事項―抜粋― 
① 特定の人、団体、地域社会に対する継続的または過度の支援を行うこと 
② 募金活動 
③ 補助金が承認される前に発生した費用、または進行中もしくはすでに完了した

活動 
④ 土地や建物の購入 
⑤ 地区大会・研究会・設立記念式典、娯楽イベント、プロジェクトでの式典など

のロータリー行事に関連する経費 
⑥ 広報的な取り組み(プロジェクトの完了に不可欠な場合を除く) 
⑦ １,０００ドルを超えるプロジェクトの標識(看板・プレート) 
⑧ 他団体の運営費、管理費、間接プログラムの経費 
⑨ 特定の人物や協力団体への使途無指定の現金寄付 
⑩ ロータリー地区、ロータリークラブ、ロータリーアクトクラブ、会員が所有者

となる物品 
⑪ 補助金における利害の対立に関する方針に反すること 
⑫ その他の地区補助金の要件および制約事項に関してはロータリー財団「地区補

助金 授与と受諾の条件」をご覧ください。 
（参照）https://my.rotary.org/ja/take-action/apply-grants/district-grants 

 
B）地区裁量による制約事項 
① 既に進行中または完了したプロジェクトへの使用 
② 既に他団体が主体となり開始したプロジェクトへの使用 
③ ロータリアンの旅費 
④ 会員の飲食費 
⑤ 補助金の寄付、金券(図書券、商品券、プリペイドカードなど)の贈与 
⑥ 地区財団委員会の確認およびロータリー財団の承認を受けていない支出 
⑦ 見積書や明細のない支出、振込控及び領収書の帳票類に不備のある支出 
⑧ 他の補助金との併用 
⑨ 物品のみの寄贈(ロータリアンの積極的参加のない事業) 
⑩ 諸経費、予備費、管理費、雑費への充当 
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⑪ 補助金事業以外の事業と混合して支払いが行われており、補助金対象として区
分できない支出 

⑫ ポイント取得を目的とした支出 
⑬ 一般的に合理的と認められる範囲を超える支出 
⑭ その他、地区補助金の資金として審査基準に照らし不適切と認められる支出 
 
[職業研修(VTT)] 
職業研修は、上記地区補助金制約事項に加え、次のとおり規定する。 
① 優秀な人材に支給する 
② 補助金受給者はフルタイムで 2 年以上の職務経験を必要とする 
③ 補助金受領者はオリエンテーションを受講する 
④ 研修期間は 1 年を越えないこと 
⑤ 職業研修チームの場合は、交換を必要としない 
 
[奨学金] 
地区補助金の奨学金は、上記地区補助金制約事項に加え、次のとおり規定する 
① 成績優秀なる学生に支給する 
② 20 歳以下の海外留学は不可とする 
③ 補助金受領者はオリエンテーションを受講する 
④ 奨学金授与期間は 1 年を越えないこと 
 
【ローターアクトクラブによる地区補助金申請について】 
当地区としてローターアクトクラブの地区補助金利用における申請基準を次のとお
りとします。 
 

① 補助金申請のために毎年最低 1 名のクラブ会員が地区主催の補助金管理セ
ミナーに出席する。 

② ロータリー財団から提供される覚書(MOU)にローターアクトクラブ会⾧お
よびクラブ会⾧エレクトが署名し提出の上、記載された財務と資金管理要件
を遂行する。 

③ ローターアクトクラブは、前年度 1 クラブ＄１００以上の寄付実績を必要
とする 

④ スポンサークラブで実施される補助金プログラムの参加経験を必要とする 
⑤ 申請補助金額の上限はスポンサークラブの地区補助金利用可能額以内とし、

申請額の上限を設定しない。よって、ローターアクトクラブの補助金申請額
はスポンサークラブとローターアクトクラブに委ねる。 

⑥ ローターアクトクラブの拠出金条件を設定しない。 
⑦ ローターアクトクラブの実施する事業は主催またはスポンサークラブおよび

他のローターアクトクラブとの共催運営事業とする。 
⑧ スポンサークラブはローターアクトクラブの事業に対し責任をもって支援す

る。 
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【地区補助金申請スケジュール】 

実施月 内 容 
11 月 補助金管理セミナーへの参加。 

12 月 1 日から 
1 月 31 日まで 

覚書（MOU）に署名の後、原本を地区事務所へ提出のこと。 

地区補助金 
申請受付期間 
2 月 1 日から 
4 月 5 日まで 

補助金システムでの補助金申請。締め切り厳守のこと。 
※補助金システムの操作方法については「地区補助金申請・報
告システム 操作マニュアル」をご確認ください。 
※申請は 2 月のロータリーレートを使用する。 

4 月 補助金委員会により申請書類の確認と申請書類の修正などの 
指導および申請受理の可否判断を実施する。 
※審査は不備のない申請をもって受理する。 
※補助金委員会の申請書の受理は補助金の承認ではありませ
ん。あくまでもロータリー財団の正式な承認があるまでは補助
金対象プロジェクトではないことをご承知置きください。 

5 月 地区よりロータリー財団へ一括申請をする。 
7 月 ① ロータリー財団の承認 

② 「地区補助金支給承認通知書」のクラブ受領 
8 月以降 ① 補助金の「合意書」クラブ締結 

② 地区財団委員会よりクラブへ「地区補助金受託の為の専用
口座報告のお願い」をクラブへ送付。クラブは口座名に
「補助金」と明記された専用口座を開設。なお、以前より
使用している補助金専用口座での利用も可能です。クラブ
の拠出金がある場合は、予算書の拠出金全額を入金してく
ださい。（活動実施地が海外の場合で、現地からの資金提供
がある場合は入金する必要はありません。） 
 
[地区事務所への報告書類] 
A) 地区補助金用口座報告書 
B) 通帳のコピー（銀行名、支店名、口座番号、口座名

義、クラブ拠出金が確認できるもの） 
 

③ 地区事務所より各クラブへ地区補助金送金（8 月末着金予
定） 

④ 専用口座の管理は少なくとも 2 名以上のクラブ会員が入出
金を管理する。 

⑤ プロジェクト終了後、2 ヶ月以内に地区へ報告システムに
て報告書提出 

※上記のスケジュールは諸事情により変更される場合があります。変更される場合
は、随時各クラブ事務局へメールにてご連絡いたします。 
 
【プロジェクト開始とロータリー財団の補助金承認について】 
① ロータリーの新年度は 7 月 1 日となっておりますが、各プロジェクトの補助金

対象金額の支出はロータリー財団の承認以降に行わなければなりません。よっ
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て、承認前に支出が生じた場合は、クラブの拠出金を充当してください。ま
た、承認前に支出した場合、支出分は補助金対象となりません。 

② プロジェクトの実施時期は、諸手続きの関係により原則 9 月以降が望ましいこ
とをご了承ください。なお、8 月に実施する場合は事前に補助金委員会とご相
談ください。 

 
【ロータリーレートの変動に対する予算額と執行額の対応について】 
ロータリーレートにおける地区補助金申請時とプロジェクト承認後の送金時レート
で差損益が生じる場合があります。よって、レートに起因するプロジェクトの予算
変更につきましては、当初予算の品目の変更などプロジェクト内容等に変更がな
く、数量の変更のみの場合に限り地区財団委員会への報告は不要です。但し、変更
した場合は、金額の多寡に関係なく見積書は取り直してください。 
 
【通販サイトによる物品購入等について】 
地区補助金を利用したプロジェクトにおける物品等の購入は、地元への貢献や公共
イメージの向上などの観点からクラブ地域内から調達し、還元することが望まれま
す。しかし、やむを得ず物品等の購入を通販サイト等において行う場合において
も、地元購入と同様にクラブ宛ての商品の見積書、請求書、領収書の提出が必要で
す。 
 
【金券購入について】 
図書券、商品券、プリペードカード等の金券は現金通貨ではありませんが、現金通
貨に準じるかたちで流通しているために金券購入は補助金の対象外となります。 
 
【共同提唱プロジェクトについて】 
他のクラブと共同でプロジェクトを提唱することが可能です。その場合は共同プロ
ジェクトの「合意書」において、各クラブの申請年度会⾧および実施年度会⾧が署
名してシステムに添付し申請します。 
 
【専用口座について】 
補助金受託のための専用口座につきましては、地区とクラブにおいて締結された覚
書(MOU)の「4．銀行口座に関する要件」の遵守をお願いいたします。 
 
―銀行口座に関する要件－ 
補助金資金を受け取るには、ロータリー財団の補助金資金の受領と支払いのみを目
的とする口座をクラブが設けなければなりません。 
 
A．クラブの銀行口座は以下を満たしていなければならない。 

1 資金の支払いには、クラブの少なくとも 2 名のロータリー会員が署名人と
なること。 

2 低金利、または無利息の口座であること。 
B．利子が生じた場合には、すべて書類に記録し、承認された補助金活動に使用す

るか、ロータリー財団に返還しなければならない。 
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C．クラブが提唱する各補助金につき、個別の口座を開設し、口座名は、補助金用
であることが明らかにわかるものとすべきである。 

D. 補助金は、投資用口座に預金してはならない。これには、投資信託、譲渡性預
金、債券、株の口座が含まれる（ただし、これらに限らない。） 

E．ロータリー財団補助金資金の受領および使用を裏付ける銀行明細書をいつでも
提示できるようにしておかなければならない。 

F．クラブは、署名人の交代に備えて、銀行口座の管理責任の引継計画書を作成
し、保管しなければならない。 

 
【未使用の地区補助金】 
プロジェクト完了後に補助金の資金が残っている場合、あるいは為替差益による増
加分はなるべくプロジェクト関連費（プロジェクトのための追加の補給品など）に
使用してください。未使用の補助金は金額の多寡に関わらず、速やかに地区に返金
しなければなりません。なお、返金手続きのための振込手数料はクラブ負担となり
ます。 
 
【会計監査について】 
会計監査のために次の書類（原本）のご提出をいただきます。なお、監査終了後に
各クラブに書類を返却いたしますので全ての記録は 7 年以上保管してください。 
① 領収書 
② 補助金専用口座通帳 
③ 監事および地区財団委員会より必要とされる書類 
 
※監査実施日は、新年度に入ってから行います。よって、新年度事業のための補助
金の入金手続きは、監査終了し各クラブへ書類が返却されたのちに手続きを開始す
ることとなりますのでご了承ください。 
 
【会員向けの青少年保護のリソース】 
ロータリーでは、青少年プログラムに参加するクラブや地区が確実に青少年保護方
針を実施し、虐待やハラスメントを防ぐために行動できるよう、My Rotary におい
て包括的なリソースを提供していますのでご確認ください。 
・ロータリー青少年保護の手引き 

・青少年プログラム参加者の保護（オンラインコース） 

・電子的方法／インターネットの使用に関する安全上の検討事項 

・危機管理計画の策定 

・ロータリー章典の第 2.120.節 

2.120.1.青少年と接する際の行動規範に関する声明  
国際ロータリーは、ロータリーの活動に参加するすべての青少年のために安全な
環境をつくり、これを維持するよう努める。ロータリアン、そのパートナー、そ
の他のボランティアは、接する児童および青少年の安全を考え、肉体的、性的、
あるいは心理的な虐待から身の安全を守るため、最善を尽くさなければならない   

（2019年10月理事会会合、決定58号）。  
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出典：2002 年 11 月理事会会合、決定 98 号。2006 年 11 月理事会会合、決定 72 号、2019 年 10 月理事会会

合、決定 58 号により改正 
 
【地区補助金 申請前に再確認を!】 
① ロータリー財団 「地区補助金 授与受諾の条件」の確認 
② 「ロータリー財団ハンドブック （地区要件）」の確認 
以上を一読してから申請をお願いいたします。 
 
【主な修正依頼事項】 
① 必須項目の記入漏れ 
② プロジェクトの具体的な内容が記載されていない 
③ 会員の積極的な活動（資金援助のみ）がない 
④ プロジェクトの実施日が補助金着金前に計画されている 
⑤ 見積書などの添付漏れ 
⑥ 見積書の宛名がクラブ名でない 
⑦ 保険の加入がない 
⑧ その他 

ロータリー財団より地区を通じてクラブへの追加の 
問い合わせがありましたら、全申請案件の承認に影響
しますので速やかなご回答をお願い申し上げます。 
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【地区補助金活動の中止と変更手続き】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※メール受付窓口は地区事務所となります。メールアドレス：rotary@rid2560niigata.jp 
 

 連絡および報告書について 地区補助金について 

活動の一部中止・縮小 最終報告書提出時、一部中止・

縮小となった内容とその理由

等を文書(定型書式なし)によ

り財団委員会へ提出してくだ

さい※。 

 
 

一部中止・縮小によって削減さ

れた経費については、一部中

止・縮小となった内容とその理

由等を確認の上、申請クラブと

協議させていただきます。 

活動の全面中止 
中止後速やかに、全面中止内容

とその理由等を文書(定型書式

なし)により財団委員会へメー

ルにて連絡してください。 

中止前に発生した経費に対す

る補助金使用につきましては、

中止理由等を確認の上、申請ク

ラブと協議させていただきま

す。 

活動の一部変更 
一部変更が生じた場合は速や

かに変更内容記載の文書(定型

書式なし)を地区財団委員会へ

メールにて連絡してください。 

 

地区財団委員会から変更内容

の承認を通知するまで、補助金

を絶対に支出しないでくださ

い。承認前に発生した経費に財

団補助金は充当できません。 

(但し、当初の申請内容に沿っ

てすでに発生している、または

変更しない部分の経費につい

ては充当可) 

活動の全面変更 
・全面変更が生じた場合は速や

かに変更内容記載の文書(定型

書式なし)を地区財団委員会へ

メールにて連絡してください。 

・財団委員会の変更確認後に地

区 Web サイトから「地区補助

金計画変更申請書」をダウンロ

ードしていただき、必要事項を

記入し、見積書などを添付して

地区財団委員会に提出してく

ださい。 

地区財団委員会から新規活動

の承認を通知するまで、補助金

を絶対に支出しないでくださ

い。承認前に発生した経費に財

団補助金は充当できません。 

(但し、当初の申請内容に沿っ

てすでに発生している、または

変更しない部分の経費につい

ては充当可) 
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グローバル補助金 Global Grants 

グローバル補助金は、ロータリーの 7 つの重点分野に該当し、持続可能かつ測定可

能な成果をもたらす大規模な国際的活動を支援する補助金です。 

 

【グローバル補助金対象となる 7 重点分野】 

世界各地にはさまざまな課題が存在します。ロータリーの活動の焦点を絞り、持続

可能な変化を確実にもたらすため、ロータリー財団は複数の重点分野を選びました。

これらの分野に重点的に取り組むことで、明確な目標を定め、最大限の影響を生み

出せます。地域社会調査の結果を基に、重点分野からプロジェクトで取り組む分野

を 1 つ以上選んでください。 

 

① 平和構築と紛争予防（Peacebuilding and Conflict Prevention） 

② 疾病予防と治療（Disease Prevention and Treatment） 

③ 水と衛生（Water, Sanitation, and Hygiene） 

④ 母子の健康（Maternal and Child Health） 

⑤ 基本的教育と識字率向上（Basic Education and Literacy） 

⑥ 地域社会の経済発展（Community Economic Development） 

⑦ 環境（Environment） 

 

① 平和構築と紛争予防 

ロータリーは、地元や海外の地域社会における紛争転換を促す活動を通じた、平和

構築と紛争予防に関連する研修、教育、実践を支援します。紛争の予防・仲裁や難民

支援に当たる人材を育て、異文化間の交流と対話を促すことで、平和な世界づくり

を目指しています。今日、紛争、暴力、弾劾、人権侵害によって家を追われた人の数は

7,000万人。その半数が子どもです。このような状況を、私たちは絶対に受け入れま

せん。ロータリーは、異文化交流を通じて相互理解の心を育て、紛争解決のスキル

を備えた人材の育成を通じて平和な世界づくりを促進しています。           

 

② 疾病予防と治療 

ロータリーは、疾病の原因と影響を減らすための活動を支援します。この分野のプ

ロジェクトは、医療サービスへのアクセスの改善および拡充、医療機器の提供、ま

たは医療従事者の研修によって医療システムを強化します。 

 

③ 水と衛生 

ロータリーは、安全な水源の管理と保護を促し、安全な飲み水と衛生（衛生設備や
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衛生教育など）への普遍的かつ公平な利用を実現する活動を支援します。ロータリ

ー財団は、環境的に健全で、測定可能かつ持続可能な介入を通じて、政府、諸機関、

地域社会が水と衛生の分野における事業を管理できるようエンパワメントを図るこ

とに力を入れています。 

 

④ 母子の健康 

ロータリーは、母子の健康を改善し、5歳未満の幼児の死亡率を減らすための活動と研

修を支援します。この分野のプロジェクトは、医療サービスへのアクセスの改善お

よび拡充、医療機器の提供、および医療従事者の研修によって、医療システムを

強化します。 

 

⑤ 基本的教育と識字率向上 

ロータリーは、すべての子どものための教育を改善し、子どもと成人の識字率を高

めるための活動と研修を支援します。 

 

⑥ 地域社会の経済発展 

ロータリーは、貧困地域や十分な支援が得られない地域で測定可能かつ⾧期的な

経済発展を創出し、人びとと地域社会が貧困を緩和していけるよう支援します。 

 

⑦ 環境 

ロータリーは、天然資源の保護と保存を強化し、環境の持続可能性を促進し、さらに

人々と環境の間の調和を育成する活動を支援します。 

 

【ロータリーの「持続可能性」について】 

「持続可能性」の定義は組織によって異なりますが、ロータリーでは「補助金資金

が全て使用された後にも、地域社会の人びとが自力で地元のニーズを満たしていけ

るような⾧期的な解決策を提供すること。」と定義しています。短期的な対処療法

ではなく、また、提唱者の自己満足で終わることのないプロジェクトの実施が求め

られます。 

 

【測定可能な成果について】 

プロジェクトによって測定可能な成果を生み出すために、プロジェクトを始める前

に実施場所の「地域調査」を行い、現状データを集め、これを数値化し、「基準」

を測ります。そして、その「基準」から「具体的な目標値」（即ち「成果」）を定め、

活動の実施中と完了後にデータを集める方法を決めておくことが必要です。 
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ex:「基本的教育と識字率向上」であれば「地域での男女の教育格差を緩和する」、

「母子の健康」であれば「出産時の母子の死亡率を減らす」などであり、現状と成

果の数値を明確にすることです。 

 

【グローバル補助金の対象とする活動の種類】 
種 類 内 容 
人道的 

プロジェクト 
 

地域社会のニーズに取り組み、持続可能かつ測定可能な
成果をもたらすものです。 

 
奨学金 重点分野におけるキャリア構築を目指す人に海外の大

学院への留学費用を提供するものです。 
 

職業研修（VTT） 職業研修を通じた地域の発展と能力向上を支援するも
のです。専門職業人のグループを海外に派遣し、現地の
人びとへの指導や研修への参加などを実施します。 

 

【資金調達】 

グローバル補助金は提唱クラブまたは地区からの拠出金とロータリー財団からの

上乗せ資金を組み合わせたものであり、この上乗せ資金は、世界中の会員から寄せ

られた寄付によるものです。 

① グローバル補助金プロジェクトの最低予算は 3 万米ドルです。 

② 補助金提唱者は、地区財団活動資金（DDF）、現金、冠名指定寄付と恒久基金

の収益を組み合わせてグローバル補助金に充てることができます。 

③ 財団は、すべての DDF 寄贈に対して８０％の WF を上乗せします。WF 上乗

せの上限は４０万ドル（下限額はありません。）。尚、会員からの現金寄付、会

員以外からの現金寄付、冠名指定寄付、恒久基金の収益に対する WF からの上

乗せはありません。 

④ 補助金への全拠出額の１５％以上はプロジェクトを行う国以外から調達が必

要です。 

⑤ 補助金申請が承認されるまで、財団に現金寄付を送金してはなりません。 

 

【資格認定】 

ロータリークラブの補助金は任意のご寄付によって支えられています。このため、

すべての補助金を賢明に活用することが極めて重要です。 

健全な財務管理は寄付者、パートナー、地域社会からの信頼を得るための鍵となり

ます。 
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補助金の参加資格認定プロセスを通じて、クラブは、ロータリーが定める財務と補

助金管理の手続きに従うことに同意して頂きます。グローバル補助金の参加資格認

定には以下の三つのステップがあります。 

 

参加資格 
イ) 「クラブの覚書(MOU)」に同意すること。 
ロ) 地区が実施する補助金管理セミナーに、クラブから少なくと

も 1 名の会員が出席すること。なお、クラブ所属の地区役員
のセミナー出席は要件に該当しません。 

ハ) 地区が独自に設けている要件へ同意すること。 

 

【第２５６０地区のグローバル補助金の要件】 

年度内に代表提唱クラブとして DDF を申請できるのは原則として 1 プロジェクト

ですが、進行中のグローバル補助金活動（最終報告書を財団本部に未提出で、ファ

イルが正式にクローズしていないプロジェクト）がある代表提唱クラブは、活動が

完了するまで DDF を申請することはできません。ただし、共同提唱クラブはこの

限りではありません。また、一つのクラブが同時に代表提唱および共同提唱クラブ

として二つのプロジェクトに参加する場合は、それぞれの DDF 申請額については

地区財団委員会にお問い合わせください。 

 

【パートナーシップ（協力関係）の要件】 

グローバル補助金を申請するには、実施国と援助国にあるクラブまたは地区が協力

する必要があります。 

① 実施国側提唱者の役割 

プロジェクトの発案、地域社会の調査実施、プロジェクト実施と予算管理、来訪し

た職業研修チーム（VTT）と奨学生の支援、プロジェクト資金の受領など。 

② 援助国側提唱者の役割 

資金、技術的支援、そのほかの指針を提供、実施国外でできるプロジェクト関連の

タスクを実施、現地視察を通じてプロジェクトに参加、派遣する職業研修チーム

（VTT）と奨学生の準備など。 

③ 実施及び支援国提唱者共通の役割 

クロ―バル補助金の参加資格認定を受けていること、プロジェクトの立案、互いに

連携するためのプロジェクト委員会の設置、必要に応じての他団体（非政府組織、

自治体、政府機関）とのパートナーシップの構築、補助金センターでプロジェクト

の報告書を提出すること。 

④ 協力団体 

ほかの団体と協力して、専門知識やスキルの提供を受ける場合や研修の協力、資金

や物資の支援を受ける場合、提唱者と協力団体の双方が、プロジェクト開始前に「覚
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書」に署名する必要があります。尚、補助金の管理やプロジェクトの結果の最終的

な責任は双方の提唱者が負うことになりますのでご注意ください。 

 

【グローバル補助金による奨学金】 

ロータリーのグローバル補助金を利用して、1 学年間に限り、奨学金を提供でき

ます。グローバル補助金奨学生は、ロータリーの７つの重点分野で活動する未来の

リーダーを育成するためのものであり、大学院レベルの学業または研究活動に充て

ることができます。 

重要な要件の一つは、援助国側（派遣側）の地区／クラブと実施国側（受入側）

の地区／クラブが協力することです。補助金の申請前に、双方の提唱地区／クラブ

が参加資格の認定を受けている必要があります。 

 

【申請の要件】 

・7 つの重点分野のいずれかに概要する分野でキャリアを築くことを目標とし、大

学院レベル（修士以上）の教育目標もこれに関連すること。 

・遅くても留学年の 3 月頃まで（9 月入学の場合）留学先教育機関からの入学許可

を取得すること。 

・受入国の言語（公用語）に堪能なこと。 

・ロータリアン、ロータリークラブや関連組織の職員、その直系親族でないこと。 

・日本国籍を有し、申請時に地区内に本籍、または実家（帰省先）を有すること。 

 

【候補者に必要な資質】 

・優れたリーダーシップと有望性  

・優れた学業成績または職業上の業績 

・社会奉仕へのコミットメント 

・明確で現実的な目標 

・選択した職業分野でどのように活躍していきたいか（具体的に） 

・奨学金が終了した後も、ロータリーと生涯関係を保ち続けることを誠実に望んで

いるかどうか 

・地区の親善大使としての心構えと社交性 

 
【必要書類】 
① グローバル補助金奨学金申請書 （日本語と英語の二種類） 
② 小論文（日本語と英語の二種類。書式は問わない） 
③ 大学成績証明書 
④ 教育者あるいは上司等による推薦状 
⑤ 語学力証明書（留学先の国や地域の言語） 
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⑥大学院レベルの教育機関からの入学許可証 
※予備審査には①と②を提出する。 

 

【スケジュール】   

8 月、9 月、10 月のいずれかの月に留学を開始する奨学金の申請は、6 月 30 日

までに財団に提出する必要があります。それより後に提出された申請は却下されま

す。 

奨学金の申請はいつでも受け付けていますが、奨学金候補者が出発する少なくと

も 3 か月前までに、財団に申請書を提出しなければなりません。 

いずれの場合も、申請書提出までに下記のスケジュール例のように様々な手続き

を経なければならないため、余裕を持ってスタートすることが重要です。 

 

※8 月 1 日出発の場合のスケジュール例 
3 月 1 日まで 奨学金の候補者を募集（随時） 

申請書と小論文を地区に提出 
地区委員会で書類審査 
日本担当の財団の補助金担当者に予備審査依頼 

3 月～4 月 地区内の推薦クラブ決定 
受入側の地区に参加・協力を依頼 
受入側の補助金提唱者、代表連絡担当者、二番目の連
絡担当者を決定 
面接選考会で補助金額決定 
補助金センターで申請プロセスを開始 
候補者が奨学生プロフィールを記入 

5 月 1 日まで（出発 3 か
月前） 

補助金申請書を財団に提出 
銀行口座と署名人（2 名）の情報を提出 

5 月～7 月 補助金の承認を受ける 
奨学生に対して財務保証の書簡を発行 
補助金の支払いを受ける 
補助金資金（奨学金）の半額を奨学生に送金する 
奨学生オリエンテーションセミナーを開催 

8 月 1 日 奨学生が出発 
補助金の支払いから 
6～12 カ月後 

中間報告を提出。残りの補助金資金（奨学金）を奨学
生に送金する 

補助金（奨学金）完了か
ら 2 カ月後 

最終報告書を提出 
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【申請方法】 

グローバル補助金を申請する前に、双方のクラブ／地区が参加資格の認定を受け

ていなければなりません。 

グローバル補助金の申請は、補助金センターから行います。派遣国と受入国の両

方の言語で申請書を入力します。 

提唱クラブまたは地区が最初に申請書を作成します。ここで、奨学金候補者の氏

名と E メールアドレスを追加し、「奨学生に通知」をクリックします。奨学金候補

者は My ROTARY アカウントの作成に関する E メールを受け取り、補助金センタ

ーの奨学生のプロフィールを完了します。  

候補者は、申請時に、大学院の入学許可証を提示する必要があります。条件付き

の入学許可は、大学が 財務能力の証明または大学（学部）卒業を必須条件とする

場合にのみ認められ、語学テストのスコアを上げることを条件とした入学許可は認

められません。  

財団での補助金の申請手続きにかかる時間を十分にとり、奨学生の出発予定日の

少なくとも 3 カ月前までに申請を完了してください。財団から追加情報を求めら

れた際は、迅速に返答する必要があります。 

 

【資金調達と予算】 

グローバル補助金（奨学金）の最低予算は 30,000 ドルであり、50,000 ドルを上

限とします。財団は DDF に対して 80％の WF を上乗せします。 

予算を作成する際は、補助金（奨学金）を使用可能なリスト（下記）をご参照く

ださい。承認後に予算に変更を加える場合、財団の補助金担当者から事前の承認を

受ける必要があります。 

 

■補助金（奨学金）を充てることができる費用 

・パスポート/ビザ 

・予防接種 

・旅費（エコノミークラス相当） 

・学用品 

・授業料 

・大学が義務づける医療保険加入を含め、大学に納入するそのほかの費用 

・部屋代と食費 

・生活用品 

・語学研修費（ただし、語学テストのスコアを上げることを条件とした入学許可を

受けている場合は、奨学金を申請できません） 

・現地での交通費 
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※奨学金の予算は、入学金と授業料、部屋代と食費等から成るシンプルなものにす

ることをお勧めします。項目が多すぎると領収書の管理や、変更があった場合の手

続きが煩雑になります。 

 

■補助金（奨学金）を充てることができない費用 

・補助金が承認される前に発生した費用 

・車とそれに関連する費用 

・配偶者や被扶養者の費用 

・奨学金期間中の自国における家賃と生活費 

・奨学金受領によって発生する税金 

・病院・医師 

・家具 

・娯楽費 

・個人的な旅行 

・ロータリー行事に関連した経費 

・奨学金期間中に必要でない、または過度に高価な学用品、生活用品 

 

【支給】 

補助金を受け取るための手続きを行います。双方の提唱者が協力して、補助金を

受け取る銀行口座を決め（派遣国または受入国にある銀行口座）、口座署名人とな

るロータリー会員 2 名を指名した後、財団から支払いを受けるための情報を補助

金センターに入力します。口座名には、クラブ名を含めてください。 

奨学金は 2 回に分けて半額を送金することとし、2 回目は中間報告書が提出され

た後としてください。報告書の未提出や素行不良の場合、地区とクラブは支援を中

止することができます。 

 

【オリエンテーション】 

奨学生は出発前に、地区が行うオリエンテーションに参加しなければなりません。

また、 

ロータリーウェブサイトのラーニングセンターを通じて奨学生オリエンテーショ

ンのオンラインコースを完了することが義務づけられています。 

 

【旅行】 

航空券や旅行の手配はすべて、奨学生が責任をもって行います。奨学生は、国際

ロータリー・トラベル サービス（RITS）を通じて、または自分が選んだ方法で、

この手配を行います。 
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【受入側カウンセラー】 

受入側カウンセラーは、受入国で奨学生が主に連絡を取るロータリアンです。奨

学生には、受入側カウンセラーと援助国側（派遣側）地区／クラブの連絡先を必ず

渡しましょう。財団からの承認後、奨学生に受入側カウンセラーに自己紹介を送り、

定期的な連絡を始めるよう奨励しましょう。 

受入側カウンセラーは下記のような支援ができます。 

• 宿泊先を探す（特に学校の寮を利用できない場合）  

• 奨学生を出迎える 

• 奨学生をクラブ例会や地区大会に招く  

• 地元の奉仕活動や文化行事に参加するよう奨学生に勧める  

• 銀行口座の開設や最寄りのスーパーマーケット探しなど、滞在生活に必要な支

援をする  

• 補助金資金を管理する 

• 地区のニュースレターを通じて奨学生の活動を広報する  

• 奨学生がスピーチをできることをほかのロータリー会員に知らせる  

• フェイスブックで、特定の重点分野を中心としたロータリー奨学生グループに

参加するよう勧める  

受入側カウンセラーは、奨学金期間の最後に奨学生と会い、必要な手続きがす 

べて完了していることを確認します（例：銀行口座や賃貸契約の解約など）。

また、その後も奨学生と連絡を取り続け、必要な連絡先を把握しておくように

します。 

 

【報告】 

援助国側と実施国側の両方の提唱者は、補助金（奨学金）資金の使途を報告する

義務があります。援助国と実施国の言語が異なる場合は、両方の言語で報告を行

います。 

最初の補助金支払いから 12 カ月以内に中間報告を提出し、奨学金期間の終了か

ら 2 カ月以内に最終報告を提出してください。援助国側提唱者、実施国側提唱

者、奨学生のいずれかが、 補助金センターで報告書入力を開始します。続いて、

もう一方の提唱者と奨学生が、それぞれに該当する部分に入力します。  

報告書では、奨学生の学業・研究に関する説明、選択した重点分野との関連、奨

学生のロータリーや地域社会への参加を説明し、支出入の明細を含めます。補助

金用の銀行口座の明細書も、報告書に添付してください。75 ドル以上の経費に

ついて領収書／レシートも提出します。援助国側（派遣側）の提唱地区／クラブ

は、必要に応じて、奨学生に対するそのほかの報告要件を設けることもできます。 
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 上記の中間報告、最終報告の他に、提唱地区／クラブへの報告は毎月行ってくだ

さい。学業、生活、ロータリーとの関わり等、できれば写真を交え、報告月の翌

月内に提出してください。収支報告書は奨学金の収支の他、滞在中にかかる経費

もエクセルファイル等に記録してください。奨学金の支出でないものは領収書／

レシートは不要です。 

 

【奨学金の終了後】 

奨学金期間が終了しても、ロータリーと奨学生の関係はそこで終わりではありま

せん。その後も連絡を取り合い、クラブ例会や地区大会で奨学生の経験について

スピーチしてもらいましょう。また地元で行われるロータリー学友行事への参加

を勧めましょう。 

 

【グローバル補助金による職業研修チーム（VTT）】 

職業研修チーム（VTT）とは、専門職業人のグループが海外に赴き、スキルや知

識を学び、現地の専門職業人にスキルや知識を提供するものです。この活動を支

援するためにグローバル補助金を使うことができます。 

 

【一般的な基準】 

・チームは重点分野の範囲で、自らの職業技能を高めるか、他の人に専門的な研修

を行わなければなりません。 

・チームは重点分野の一つを学び、または教えるかによって、能力を高めることを

実証しなければなりません。 

・チームは明確な目的、趣旨の提案、明確な持続成果、準備計画を備えなければな

りません。 

・一件の補助金で一つまたは複数のチームの支援に使うことができます。 

・派遣側はチームメンバー選考のための委員会を設置します。クラブ提唱の場合は

クラブ会⾧が、地区提唱の場合は地区ガバナーが委員⾧を務めます。 

 

【チームの構成と基準】 

・経験豊富なロータリアンのチームリーダー1 名と、ロータリアン以外の 2 人以上

のチームメンバーで構成します。但し、リーダーを務めるメリットが明確にでき

れば、ロータリアン以外のメンバーがリーダーを務めることができます。総数の

上限はありません。 

・申請者は重点分野の一つに二年以上の職務経験や専門知識のあることを示し、で

きれば重点分野に関連する専門職務か事業に雇用されていることが望まれます。 
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・チームメンバーはそれぞれ異なる職業であってもかまいませんが、同じ重点分野

を支援するという共通の目的を有していなければなりません。 

 

【研修計画】 
人びとの知識とスキルの向上は、すべてのグローバル補助金の重要な要素です。
その方法の例として、教員研修、衛生教育、職業訓練、天然資源管理ワークショ
ップ、スキル開発などがあります。プロジェクトに含めるそれぞれの研修活動に
ついて計画します。 

 
① 研修の目的または目標 
② 研修を受ける人が学ぶ知識やスキル 
③ この研修を選んだ理由 
④ 地域社会の調査で特定した受益者の知識・スキルの欠如にどのように取り組む

か 
⑤ 研修で用いる手法（プレゼンテーション、グループディスカッション、参加型

演習、事例研修など） 
⑥ 研修の時間と回数 
⑦ 研修を実施するのは誰か。研修者が有する資格（研修者はそのトピックにおけ

る専門性を備えていなければなりません） 
⑧ 研修を受ける人数 
⑨ 補助金活動の終了後、研修生たちは研修で学んだ知識とスキルをどのように活

用していくか 
⑩ どのように研修の効果を評価し、今後の研修の改善に役立てるか 

 

【職業研修チームの日程表】 

職業研修チームが参加する補助金活動では、詳細な旅程表が義務づけられていま

す。これには、チームの旅行の手配（国内、国外の両方）、毎日の活動予定、宿泊

先、協力団体の連絡先を含めなければなりません。 

 

旅程案 

チーム全員の補助金活動期間の旅程案を提出してください。これには、自国から

海外の訪問地までの旅行、研修中の現地での移動もすべて含めてください。ロータ

リー財団から補助金の承認が下りるまで、旅行のチケットを購入することは控えて

ください。飛行機を利用する場合は便名を、それ以外は交通手段を入力してくださ

い。個人旅行をする参加者がいる場合は、それに関する情報も含めてください。 
日付 氏名 出発地/到着地 飛行機の便名または交通手段 
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毎日の予定 

チームの訪問中に計画されている活動とその場所を日付ごとに記載してくださ

い。この表は、受入側提唱者の協力の下、派遣側提唱者が記入すべきものです。こ

の日程表には、チームメンバー、派遣側提唱者、受入側提唱者の承認が必要です（こ

の日程表を参加者用の出発前パッケージに含めるのも一案です）。 
日付 活動 場所 

   
   

 

宿泊 

宿泊の手配をすべて入力してください（ホテル、寮、ロータリアン宅など）。各欄

には、住所、電話番号、ロータリアンの連絡担当者を入力してください。 
日付 場所 連絡先（氏名・住所・電話番号を含む） 

   
   

【職業研修チームメンバーの申請書】 

職業研修チームの各メンバー候補者は、下記の項目すべてに回答し、履歴書を添

えてチームリーダーに提出する必要があります。その後、チームリーダーが補助金

センターでオンラインの補助金申請書に申請書と履歴書をアップロードします。こ

のフォームをロータリー財団（TRF）に直接提出することはお控えください。 

 

本人の情報 

・氏名 

・国籍 

・ロータリアンか否か 

・使用言語 

・専門とする重点分野 

・これまで受けた教育と職務経験が重点分野とどのように関連しているか 

・この研修における役割。実施する、あるいは受ける研修の主題 

連絡先 

・メールアドレス 

・住所/郵便番号 

・電話番号 

緊急連絡先 

・氏名 

・関係 
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・メールアドレス 

・住所/郵便番号 

・電話番号 

 

【ローターアクターによるロータリー補助金の利用】 

２０２２年７月から、ローターアクトクラブも、グローバル補助金を申請できるよ

うになり、地元または海外の地域社会での奉仕の取り組みを支援できるようになり

ました。 

ローターアクトクラブがグローバル補助金の協同提唱者となる資格を得るには、過

去にグローバル補助金でロータリークラブまたは地区と協力した経験があり、グロ

ーバル補助金への参加資格を得るための要件を満たす必要があります。グローバル

補助金の場合、一方の提唱者がローターアクトクラブであれば、もう一方の提唱者

はロータリークラブである必要があります。 

※詳細については My Rotary のグローバル補助金「ローターアクターによる補助

金の利用」https://my.rotary.org/ja/take-action/apply-grants/district-grants を参照

してください。 

 

【プロジェクト計画の立案について】 

プロジェクトの計画には、全員が関わるように立案します。 

提唱者となるクラブ同士連絡を取り、管理すべき事項と、グローバル補助金のガイ

ドラインを満たす方法を確認します。計画では、次の事項を少なくても検討する必

要があります。 

① 地域社会にもたらしたい影響 

② 測定可能な目標・成果 

③ プロジェクトの各段階で必要となる実行項目 

④ 実行項目の割り当て／責務の分担 

⑤ プロジェクトの受益社会における現状確認とデータ収集 

⑥ 期待された効果が見込められなくなった場合の代替案 

 

【協力地区による財団活動資金の活用】 

ロータリー財団が資金を提供するプロジェクトはロータリアンの積極的かつ個人

的な参加がなければならない。両国のロータリアンはプロジェクトに積極的に参加

しなければならない。地区が単に地元のプロジェクトの資金を確保するためだけに

DDF をグローバル補助金の提唱者寄付金として取引またはスワップすることは不

適切であり許容されない。（財団章典 52.050.2012 年 10 月管理委員会会合、決定

16 号） 
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【プロジェクトの主な進め方について（クラブ）】 

① プロジェクトの予定表作成 

② プロジェクト委員会の設置（実施国と援助国の各提唱クラブに 3 名以上の委員

を選出） 

③ 継続性のある組織運営（計画から終了までの委員の継続体制の確立） 

④ 役割分担の明確化（活動ボランティアの募集、活動中の食事の提供、広報活動

など） 

⑤ 利害対立の回避（プロジェクトにより利益を得る可能性のある会員はメンバー

にはできません） 

⑥ 専門家の意見聴取（職業上の知識やスキルの活用） 

⑦ 地域社会の調査 

 ・プロジェクトの受益者と影響の具体的検討。 

 ・地域社会調査の結果を基に、プロジェクトの実施中と完了後の成果を測定する

ための初期数値と目標値の設定 

 ・成果を測定する具体的な方法の決定 

 ・計画どおりに進めるための予定表の作成 

⑧ 財務管理計画の作成 

 資金の適切な監督と一貫した管理運営、透明性確保そして不正等のない資金使用。 

⑨ 予算 

・大まかな予算立ての後に、利用できる DDF や現金の調達を検討し、必要に応じ

て予算を修正 

・持続可能性を考慮して、機材や物資は可能な限り現地購入。 

・適切な物資やサービスを妥当な価格に入手できるよう、少なくとも 3 社から見積

書を取り寄せる。 

⑩ 資金調達  

⑪ その他 

 

【グローバル補助金の申請ポイント】 

① My Rotary の「補助金センター」の「補助金センターの利用ガイド」にて申請

手順の確認をします。 

② 申請受付は通年随時です。 

③ プロジェクトの実施場所は基本的に海外のみです。 

④ 実施期間は年度を跨いで行えますが、申請時の計画通り実施してください。 

⑤ 当地区の地区財団活動資金（DDF）を活用する場合、事前に地区財団委員会へ

「グローバル補助金申請書」（地区書式・日本語）を提出し、ガバナー及び地区

財団委員会の承認を受けてください。 
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⑥ ガバナー及び地区財団委員会の承認後に My Rotary で財団本部に申請してくだ

さい。 

⑦ 申請書作成に十分な時間を確保しましょう。 

⑧ 予算規模は一件当たり３０，０００ドル以上２００，０００ドル以内です。 

⑨ 補助金の承認は財団本部が判断の後に、ガバナーと地区財団委員会が承認しま

す。 

⑩クラブが DDF 承認後 6 ヶ月以内に財団にグローバル補助金を申請しない場合、

当地区の DDF 承認は撤回されます。 

 

【申請書記入事項】 

プロジェクトの目的、活動内容、プロジェクトの計画と実施スケジュール、地域調

査のニーズ、重点分野、協力団体とパートナー（該当の場合）、ボランティアの旅

行（該当の場合）、参加するロータリー会員、予算、調達資金、持続可能性、モニ

タリングと評価計画など 

※上記情報の漏れ等の場合、申請書は審査されません。 

※申請書の入力を始める前に「グローバル補助金申請書のテンプレート」で必要事

項を確認しましょう。 

 

【審査】 

提出された申請書は日本の補助金担当職員により審査され、通常 2～4 週間以内に

審査されます。 

 

【補助金対象外のプロジェクト】 

グローバル補助金の要件を満たしていない場合は、要件を満たすための変更提案等

を職員から行いますが、変更を加えられない場合は対象外となります。 

事例として次のものがあります。 

・プロジェクトの内容が重点分野と一致していない。 

・プロジェクトの成功しないリスクが高い。または持続可能でない。 

・プロジェクトが主に他団体のプログラムを支援するものであるもの。 

・地域社会の調査が実施されていない。 

 

【報告要件（中間報告と最終報告）】 

・双方の提唱者は、補助金資金の使用について報告義務があります。補助金の報告

書は「補助金センター」を通じてオンラインで提出します。報告内容は、目標に向

けた進捗、ロータリー会員の参加状況、支出と財務管理を含みます。 

・当地区のグローバル補助金終了報告必要書類の提出 
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クラブはプロジェクトが完了してから報告期日までに以下の 3 点を財団本部へ提

出する最終報告書とは別に地区財団委員会にご提出してください。 

① グローバル補助金の申請書（「My Rotary」よりダウンロード） 

書類の右上の「状況」欄が「終了」と記載されているものを提出してください。 

日本語以外で書かれているものでも可とします。 

② ロータリー財団本部からのプロジェクト終了メール（Grant Closed） 

調達資金提唱者は代表提唱者より入手してください。日本語以外で書かれてい

るものでも可とします。 

③ プロジェクトの概要報告書 

日本語で A4 一枚程度に簡潔にまとめてください。また内容は 5W3H の「いつ、

どこで、何を、どうした、なぜ、いくらで、どのくらいの期間で」を考慮して作

成してください。また、資金調達提唱者は代表提唱者より提供される写真は A4

一枚に収まる程度に 5、6 枚を添付してください。またその時にキャプション（プ

ロジェクト）実施中：設置、銘板、教育訓練風景、使用中など)を付けてくださ

い。 

④財団本部への最終報告書が行われ、プロジェクト最終メール（Grant Closed）を

受け取るまではプロジェクトは終了せず、最終報告書が終了後一年間を過ぎても

承認されない場合にはプロジェクトが終了するまで関係するクラブは新たなプ

ロジェクトの申請はできなくなります。 

 

【報告期日】 

・報告書は最初の補助金の受領から 12 ヵ月以内、その後は 12 ヵ月ごとに提出し

ます。 

・最終報告書の提出期限は、プロジェクトの完了から 2 カ月以内です。 

・報告書の提出締切日は、My Rotary の補助金センターに表示されます。 

・期日までに報告書が提出できない場合、新しい補助金を受領することができませ

ん。 

 

【その他】  

・本資料においては「プロジェクトの実施、モニタリング、評価」に対する内容等

は省略しています。詳しくは My Rotary の「グローバル補助金ガイド」等の関係資

料をご参照ください。 

・グローバル補助金の要件および制約事項については、最新のロータリー財団 

「グローバル補助金 授与と受諾の条件」を参照してください。 

（参照）https://my.rotary.org/ja/take-action/apply-grants/global-grants 
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・グローバル補助金 免除規定の廃止…人道的グローバル補助金の資金を受領し

なかった援助国側提唱者に適用されていた、「報告書が期日を過ぎて未提出であっ

ても、新規補助金の受領を制限されることはない。」という免除規定が廃止となり

ました。これは２０２４年 7 月 1 日以降に承認されたプロジェクトから適用され

ます。よって、参加資格認定を受けた地区やクラブは、覚書(MOU)にある通り、

提唱した補助金の資金管理や報告について対等に責任を持ちます。 
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【地区補助金と（DG）とグローバル補助金（GG）の比較】 

[補助金の選び方] 

以下のチャートは、海外で行う活動やプロジェクトのための補助金の選択方法の一例で

す。地元で行う活動やプロジェクトは、地区補助金を利用します。 
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比較一覧 

 

項目 地区補助金 グローバル補助金 

財源 財源は地区財団活動資金
（DDF）。 

財源は地区財団活動資金

（DDF）と国際財団活動資金

（WF）、クラブ拠出金の組合

せ。DDF に対し 80％の WF が

上乗せされる。 

補助金限度額 DG の総額は 3 年前の年次基金

寄付と前年度の恒久基金の運用

益合計の 50％が上限。 

DDF からの地区補助金、ポリ

オプラスや平和センターへの寄

贈等を控除した残額を配分しま

す。繰越金は原則としてここに

加算される。 

参加資格認定 ・補助金管理セミナーの出席 

・クラブの覚書（MOU）の提出 

・地区独自の制約に同意が必

要。 

・補助金管理セミナーの出席 

・クラブの覚書（MOU）の提出 

・地区独自の制約に同意が必

要。 

申請時期 実施前年度中であり、申請期日

を厳守。 

随時受付 

※奨学生については申請時期に

注意が必要。 

申請先 地区財団委員会が一括して TRF

に申請し、一括して補助金を受

取る。その後地区からクラブ等

に補助金を授与。 

地区財団委員会の確認後に、 

クラブ等が My Rotary より TRF

へ申請する。よって、個別申請

となる。 

プロジェクトの

実施場所 

地域・海外。実施国にロータリ

ークラブの有無を問わない。た

だし、OFAC 対象国※の場合は

事前に地区財団委員会と協議。 

基本的に海外であり、ロータリ

ークラブ存在する国または地域

のプロジェクトのみ対象。ただ

し、ベトナムは実施可能。 

プロジェクトの

要件 

TRF および地区要件あり。 

ロータリー財団の目的に即した

プロジェクトが対象。 

TRF および地区要件あり。7 つ

の重点分野の 1 つ以上に該当す

るプロジェクトのみ対象。 

プロジェクトの

主体 

クラブと地区が主たる実施者

で、申請書を提出し実施と報告

の責務を負う。 

申請書・報告書は実施国提唱者

と援助国側提唱者の両者が協力

をしなければならない。確かな

相手を選定してください。 
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予算規模 地区補助金予算内 1 つのプロジェクトにつき、 

＄30,000 以上＄200,000 以内。 

補助金承認要件 地区要件に従い、地区ロータリ

ー財団が承認。 

ガバナーと地区ロータリー財団

委員会が確認し、TRF が承認。 

実施期間 補助金を受領する年度内に報告

書まで完了する短期間のプロジ

ェクトを実施。 

現地調査も含め、プロジェクト

完成まで 1 年以上かかるプロジ

ェクト（例外:職業研修チーム） 

報告義務 実施者は事業完了後 2 ヵ月以内

に完了報告書を作成し、地区全

部を取り纏めて TRF へ完了報

告書の提出が義務付けられてい

る。 

プロジェクト完了後 2 ヵ月以内

に TRF へ完了報告書の提出が

義務付けられている。プロジェ

クトが 1 年を超える時は中間報

告の提出が必要。報告書が提出

されないと TRF より地区への

次年度の補助金支給が停止。 

資金管理者の 

責任 

補助金は受給者（クラブなど）

に管理責任があり、地区も最終

責任を負う。 

補助金は受給者（クラブなど）

に管理責任があり、地区も最終

責任を負う。 

補助金の残額 補助金の残額を合計して TRF

に返却し、DDF として繰越す。 

個別のプロジェクトの補助金で

残金があった場合、TRFに返却。 

費用について 原則ロータリアンに係る費用は

不適格。その他の制約事項あり。 

ロータリアンの旅費は支給でき

ない。ただし、職業研修チーム

のチームリーダーを除く。 
OFAC(オファック)対象国≒米国財務省外国資産管理局規制対象国 
地区補助金を使用して海外援助する場合に、その援助先が米国財務省外国資産管理局（OFAC）規制対象国の場合は OFAC

専門職員が活動の詳細を検討し、確認をする必要があります。地区補助金は、地区財団委員会が、地区内クラブの全申請

を 1 つのプロジェクトとして申請するため、万一そのプロジェクトが承認されなかった場合には、地区内クラブから申

請されたプロジェクト全体が承認されなくなります。このため該当クラブは、計画年度の早い段階で地区財団委員会と申

請について協議していただきます。なお、協議の結果、申請を受理できない場合がありますのでご了承ください。 

・OFAC(Office of Foreign Assets Control)規制：米国が国家の安全保障を脅かすとして指定した国等で、経済的制裁対象

としている。北朝鮮、スーダン、シリア、ソマリア、リビア他であるが、申請時に最新情報を確認してください。 

A) ロータリー財団地区補助金 授与と受託の条件：「受領資格のある活動」D.（p.2） 

D. 米国および補助金から資金提供される活動が実施される国の法律を遵守し、害を与えないこと      

（米国財務省外国資産管理局［OFAC］による制裁対象国での活動の提唱や旅行を計画しているプロジェクトは、

追加情報の提供が求められる場合がある）。  

B）制限対象国の確認方法（すべて英文のホームページ） 

① ウェッブページ https://ofac.treasury.gov/にアクセス 

② 画面右側の“Sanctions Lists and Sanctions List Service (SLS)”にある「VIEW LISTS」をクリック 

③ 画面がかわったら、左側の「Sanctions Programs and Country Information」をクリック 

④ 国ごとの情報が表示されます。 
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ポリオプラス Polio Plus 

「ポリオ」という病気について 

1. ポリオ（急性灰白髄炎）は、ポリオウイルスが人の口のなかに入り腸の中で増

殖し、増えたポリオウイルスは再び便の中に排泄され、この便を介してさらに

他の人に感染する非常に感染力の高い病気です。特に感染しやすいのは５歳未

満の子どもです。また、ポリオウイルスの特徴として人体でしか増殖できませ

ん。 

2. ポリオウイルスに感染した場合、病気としての症状があらわれずに知らない間

に免疫ができます。しかし、腸管に入ったウイルスが脊髄の一部に入り込み、

主に手と足に麻痺があらわれることがあります。 

3. 現在残念ながら特効薬などの確実な治療法はありません。 

 

ポリオワクチンについて 

ポリオはワクチンによって予防可能であり、ワクチンは「生ポリオワクチン」と「不

活化ポリオワクチン」※があります。日本では２０１２（平成２４年）９月１日か

ら生ポリオワクチンの定期予防接種は停止され、不活化ポリオワクチンの定期接種

を導入しています。 

 

※「生ポリオワクチン」と「不活化ポリオワクチン」の違いについて 

「生ポリオワクチン」はポリオウイルスの病原性を弱めてつくったものです。免疫

をつける力が強い一方で、まれにポリオにかかった時と同じ症状がでることがあり

ます。「不活化ポリオワクチン」は、ポリオウイルスを不活化（＝殺し）し、免疫を

つくるのに必要な成分を取出して病原性をなくして作ったものです。ウイルスとし

ての働きがないので、ポリオと同様の症状が出るという副反応がありません。（但し、

発熱などの副反応がある場合があります） 

 

日本でのポリオワクチン接種について 

生まれた子どもは生後５４ヵ月までに不活化ポリオワクチンを、初回接種 3 回、追

加接種１回、計 4 回の接種が実施（計 5 回実施地域あり。）されている。１回当たり

約５，０００円、子ども１人に付き約２０，０００円必要であり地方自治体の負担

となっています。 
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ポリオプラスの「プラス」とは？ 

１９８５年にロータリーがポリオプラスを開始した時、「プラス」という意味は、ポ

リオ根絶の取り組みが、子どもの間に流行する他の５種類の伝染病（はしか、結核、

ジフテリア、百日咳、破傷風）の予防接種にも広がるだろうという考えを表してい

ました。現在「プラス」の意味はウイルスの研究所や診療所の巨大なネットワーク、

ポリオや COVID-19 などの各種感染症の監視（サーベランス）、世界ポリオ根絶推

進活動（GPEI）などの官民パートナーシップなど、ポリオがこの世の中からなくな

った後にも、ほかの感染症との闘いを支えていく「インフラ」と「協力態勢」とい

う遺産を意味しています。 

 

「世界ポリオ根絶推進活動」について GPEI：Global Polio Eradication Initiative 

GPEI は国際ロータリーをはじめとするパートナー団体と各国政府による、世界か

らポリオ根絶することを使命とする官民共同のパートナーシップのことです。この

GPEI にもたらした最も大切なものは１９８５年にロータリーが掲げた「ポリオの

ない世界」というビジョンです。 

 

・GPEI の主な官民組織 
国 …アメリカ、英国、カナダ、日本など（支援額順）  
民間…国際ロータリー、世界保健機構（WHO）、ユニセフ、米国疾病対策セン

ター（CDC）、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団、Gavi など。 

 

・GPEI は主要パートナー団体が異なる役割分担を担っている。 

1. 世界保健機構（WHO）→「戦略」担当  

GPEI の実施と管理、各国保険省に技術面や運営面のサポートを提供。活動

成果のモニタリング、戦略の立案。 

2. 米国疾病対策センター（CDC）→「ウイルス対策」担当 

    疫学者、公共保健専門家、科学者を起用してポリオ流行について調査。 

ウイルスの種類と感染源を特定。 

3. UNICEF（国連児童基金）→「予防接種」担当 
  ワクチンの購入と分配。予防接種の効用に関する意識向上。UNICEF のフ

ィールドワーカーは現地のヘルスワーカーやボランティアと共に予防接種
を実施。 
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4. 国際ロータリー→「アドボカシー※」担当 

   会員の持つ事業と専門職、ボランティアのネットワークを生かし、ポリオの

意識向上、募金、地域社会の動員、政府や民間への支援の働きかけ（アドボ

カシー）を実施。 

   ※アドボカシー（advocacy）とは、「アドボケイト」と同じ語源で「擁護・代

弁」や「支持・表明」などの意味を持ち、同時に政治的、経済的、社会的な

システムや制度における決定に影響を与えることを目的とした、個人または

グループによる活動や運動を意味する。 

   ※ロータリーの GPEI における資金の約１１％を拠出。（民間部門の約４２％） 

5. ビル＆メリンダ・ゲイツ財団→「リソース（財源）」担当 

   民間団体としてポリオ根絶に最も多額の寄付を実施。技術面でのリソースも

提供。 

 

⾧年にわたるポリオ根絶活動の進展を示す数字 

・ポリオ予防接種を受けた子供の数：約３０億人 

・予防接種活動がなかったなら身体まひになっていたと考えられる人の数：１,９４ 

０万人  

・ポリオ予防接種キャンペーン中に GPEI が配給したビタミン A（健康的な成⾧と 

発達に欠かせない栄養素）によって予防された子どもの死亡者数：１５０万人 

・野生型ポリオウイルスによる症例の減少率：９９．９％ 

・野生型ポリオウイルスによりポリオ発症を報告している国数：１２５カ国から 

２カ国に減少。 

・ロータリーが世界ポリオ根絶活動に投入した資金：２２億ドル以上 

・ロータリーが確保に寄与した各国政府から世界ポリオ根絶活動への追加支援： 

１００億ドル 

・ポリオプラス補助金の支援を受けた国：１２２カ国 

・ポリオ根絶活動を今止めた場合、今後１０年間まひを発症する恐れのある子ども 

の数：年間２０万人 

 

ポリオが根絶可能である理由 

ポリオは根絶可能な疾病であり、私たちは根絶を必ず成し遂げる。なぜそう言い切 

れるのか。ヒトの病気で唯一根絶に成功した疾病がある。それは天然痘です。 

それでは根絶可能な疾病の条件について次の通り説明します。 

 

-49-



1. ポリオウイルスの感染期間は非持続的 

ポリオウイルスの感染は短期的です。つまり、ポリオに感染した場合、感染力のあ 

る期間は限られています。野生型ポリオウイルスの感染力が⾧期化したという症例 

は報告されておらず、ほとんどの場合、感染期間は 1～2 週間程度です。 

 

2. ポリオウイルスの感染経路は感染者とその排泄物のみ 

中には感染経路が多すぎて根絶できない疾病もありますが、ポリオウイルスは通常、

ヒトの排泄物だけが感染源となります。ポリオの根絶は決して容易ではありません

が、このような感染経路の特性を知ることでポリオの克服に近づくことができます。 

 

3. ポリオウイスが自然界で生存し続けることには限界がある 

現在、ヒトへの感染を繰り返す野生型ポリオウイルス株は一種類しか存在しません

（かつては、継続的にヒトに感染するポリオウイルス株は 3 種類あった）。野生型の

ポリオウイルスは、ヒトの体内以外では⾧く存在することができません。つまり、

すべての人びとが予防接種を受けていれば、ポリオウイルスは宿主を見つけること

ができず、絶滅へと向かうのです。ロータリーが子どもたちに一人ひとりに予防接

種を提供し続けていく必要があるのは、こうした宿主をゼロにするためです。ポリ

オウイルスの生存期間は気温などの条件により異なりますが、感染力は時間と共に

弱くなります。 

 

4. ヒトが唯一の宿主 

昆虫や動物、ヒトを介して感染する疾病は数百種も存在します。ポリオが根絶可能

である理由の一つに、ヒトが唯一の宿主であることが挙げられます。何度も立証が

試みられましたが、動物を介して生存・感染拡大するポリオウイルスは現在に至る

まで確認されていません。 

 

5. ポリオワクチンの予防接種でウイルス感染を防ぐことができる 

安全で効果的な 2 種類のポリオワクチンに加えて、予防接種により集団免疫を生み

出すことができます。これにより、ポリオに対して免疫力を持つ人口の割合を増や

すことができます。ポリオワクチンの経口投与という大規模な取り組みを通して特

定の地域に住む子どもたちに予防接種を一斉に行い、ポリオの感染力が失われるま

で人びとの免疫力を高めることができます。これにより、野生型ポリオウイルスの

伝播が阻止されます。ポリオを根絶できると確信できるもう一つの理由は、私たち

が世界のほぼすべての国でポリオを根絶してきたという事実です。例えば、つい最
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近の２００７年まで世界のポリオ症例の７０％が集中していたインドでも、ポリオ

根絶に成功したことが挙げられます。野生型ポリオウイルスの症例が現在も報告さ

れている国は 2 カ国（パキスタン・アフガニスタン）のみであり、私たちはこれら

の国からもポリオを根絶するための手段と科学的知識を有しています。 

 

ポリオを根絶すべき５つの理由 

1. 子どもたちを守る 

根絶だけでなく予防だけを行うなら、ウイルスの再発生により、今後１０年

間に年間発症者２０万人という以前の状態に戻る可能性がある。 

2.  根絶は実現可能 

  ポリオ予防に非常に効果のあるワクチンと世界中すべての子どもにワクチン

接種を行うための手段がある。 

3.  投資効果 

  ２０１０年１１月に出版された有力学術誌『Vaccine』の推定によると、１９

８８年～２０３５年までの間に GPEI により行われる根絶活動に基づく経済

的な恩恵は、４００～５００億米ドルとなる。 

4.  医療システムの強化 

  ポリオ根絶活動を通じて、世界中に感染のサーベランス（監視）ネットワー

クが築かれた。現在、このネットワークを利用して、はしかの予防接種のほ

か、虫下し剤や蚊帳の配給など、その他の疾病予防も行われている。 

5.  世界的な公共保険活動モデル 

世界のすべての子どもにワクチンを投与することが可能であれば、公共保健

における他の主要な取り組みも可能であることが実証される。 

 

活動するロータリー 

１３０万人以上のロータリー会員が、ボランティア、寄付、募金活動を通じて根絶

活動を支援しているほか、大勢の会員がポリオ感染のリスクの高い海外の地域社会

に赴いて、予防接種活動に参加しています。また、ユニセフなどの団体と協力し、

紛争や地理的・経済的要因によって隔離された地域で予防接種への認識を高めるた

めのコミュニケーション活動を実施しています。さらに、ボランティア動員やワク

チン輸送などの手配面でも支援を行っています。 
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「あと少し」キャンペーン 

ロータリーは、ポリオ根絶に対する一般の知識を高めるために「あと少し」キャン

ペーンを立ち上げ、以下を含む多くの著名人が参加しています。 

〇ビル・ゲイツ 

〇デズモンズ・ツツ大司教（ノーベル平和賞受賞者） 

〇（故）緒方貞子（元国連難民高等弁務官） 

〇ジュディ・オング（歌手） 

〇マニー・パッキャオ（ボクサー） 

〇アーチ―・パンジャビ（女優） 

〇ジャッキー・チェン（俳優） 

〇ジャック・ニクラウス（プロゴルファー） 

〇PSY（歌手） 

〇ジェーン・グドール（自然保護活動家） 

〇A.R.ラフマーン、アンジェリーク・キジョー、ジギー・マーリー（アカデミー賞

受賞者） 

〇ヌール・ヨルダン王妃（平和唱道者） 

〇イツァ―ク・パールマン（バイオリニスト） 

ポリオプラスの主な歴史 

・１９７９年 3-H プログラム（保健、飢餓追放、人間性尊重）としてフィリピン

の６００万人の児童にポリオの予防接種する５ヵ年計画開始。 

・１９８２年 東京麹町ロータリークラブ（当時の２５８地区）の南インドでのポ

リオ取り組み開始。 

・１９８５年 故アルバート・セービン博士の助言と支援を得てポリオプラス・プ

ログラム開始。 

・１９８８年 ロータリーによる募金キャンペーンの成功を受けて、世界保健総会

が全世界ポリオ根絶の目標を定め、「世界ポリオ根絶推進活動

（GPEI）」を開始。 

・１９９３年 GPEI を通じてポリオ予防接種を受けた子どもが５億人を突破。 

・１９９４年 西半球でポリオフリーが宣言される。 

・１９９５年 全国一斉予防接種を支援する「ポリオプラス・パートナー」プログ

ラムを開始。 

・２０００年 西太平洋地域のポリオフリーが宣言される。 

・２００２年 財団が１年間の募金キャンペーンにより、目標額（８０００万米ド

ル）を大きく上回る 1 億３０００万米ドルを達成。 
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・同年    ヨーロッパ地域のポリオフリーが宣言される。 

・２００２年 ビル＆メリンダ・ゲイツ財団から「世界保健のためのゲイツ賞」と

して１００万米ドルがロータリー財団に授与される。 

・２００７年 ポリオ根絶資金を集めるため、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団がロー

タリーに対して１億米ドルのチャレンジ補助金を授与。 

・２００９年 ビル＆メリンダ・ゲイツ財団が、ポリオ根絶活動のためにさらに２

億５５００万米ドルをロータリーに授与。 

・２０１２年 ２００９年に始まったビル＆メリンダ・ゲイツ財団の２億米ドルの

チャレンジに対して、ロータリーが目標額を上回る２億２８００万

米ドルの募金に成功。 

・同年    インドがポリオ常在国リストから除外される。 

・２０１３年 ビル＆メリンダ財団が５年間、年間３５００万米ドルまでのロータ

リーからの根絶寄付をマッチング対象として、ロータリーにおける

寄付の２倍額を上乗せすることを発表。ロータリーでは「End Polio 

Now」（「歴史に１ページを刻もう。」）キャンペーンを開始。 

・２０１４年 東南アジア地域のポリオフリーが宣言される。 

・２０１７年 ロータリー財団１００周年 

       財団生誕の地アトランタで国際大会開催。ロータリーをはじめ寄付

国、寄付団体がポリオ根絶に１３億ドルの寄付を約束。ロータリー

においては、向こう３年間で１億５０００万米ドルを約束する。ま

た、ロータリーのポリオ根絶寄付に対してビル＆メリンダ・ゲイツ

財団が倍額を上乗せしてきたマッチングを継続し、７月１日から向

こう３年間、年額５０００万米ドルまでをマッチング対象とするこ

とを約束した。ロータリーは、マッチングと寄付を合わせて向こう

３年間で４億５０００万米ドルを提供することとなる。 

・２０１９年 世界ポリオ根絶推進活動のパートナーとして Gavi, The Vaccine 

Alliance を追加。 

Gavi, The Vaccine Alliance（Gavi）は, 2000 年に開催された世界経

済フォーラムの年次総会（ダボス会議）で発足したグローバル・パ

ートナーシップ機関である。予防接種を受ける機会がないため予防

可能な感染症によって命を落とす子供たちが多くいる低所得国と, 

予防接種支援のための出資国, 世界保健機関（WHO）, 国際児童基

金（UNICEF）, 世界銀行, ビル＆メリンダ・ゲイツ財団, ワクチン

業界, 研究・技術機関や市民社会団体等をひとつに結びつけること
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で, 子供たちが予防接種を受ける権利の公平性を高め, 世界のワク

チンギャップを改善することを目指した活動を行っている。2000 年

以降, Gavi の支援活動によって, 延べ 5 億人以上の子供たちが予防

接種を受け, 700 万人以上の命が救われてきたと推計されている。 

・２０２０年  ロータリーとビル＆メリンダ・ゲイツ財団は、ポリオ根絶に年間

１億５０００万米ドルを投入するための⾧期パートナーシップをさ

らに継続することを発表。この提携の下、ロータリーは今後３年間、

毎年５０００万米ドルを拠出することを目標に掲げ、ゲイツ財団が

ロータリーの拠出金に対して２倍額を上乗せすることとなる。 

・同年 8 月 ８月２５日に WHO アフリカ地域の野生型ポリオ根絶が認定される。 

・同年 9 月 『TIME』誌が選ぶ『世界で最も影響力のある 100 人』にロータリア

ンのナイジェリア・ポリオプラス委員⾧であるツンジ・フンショ氏

が、『TIME』誌の「世界で最も影響力のある 100 人」に選ばれた。       

・２０２１年 ２０２１年７月１日有効で、ポリオプラスへの DDF に対する WF

の上乗せを１００％から５０％に削減。 

〈 参 考 資 料 〉  

● 採 択 決 議 案 16-118[提 案 者 ： RI 理 事 会 ] 

ポ リ オ 根 絶 は 国 際 ロ ー タ リ ー の 最 高 の 目 標 で あ る こ と を 承 認 し 支 持 す る 件  

国 際 組 織 、 国 内 組 織 、 地 元 組 織 と の 協 力 と 協 議 の 下 に 行 わ れ て い る ロ ー タ リ ー の ポ リ

オ プ ラ ス ・ プ ロ グ ラ ム に お け る 究 極 の 目 標 は 、 す べ て の ポ リ オ ウ イ ル ス の 世 界 的 根 絶

の 認 定 で あ る 。  

２ ０ １ ６ 年 規 定 審 議 会 の 決 議 に よ り 、 国 際 ロ ー タ リ ー は 、  

・ す べ て の ポ リ オ ウ イ ル ス の 世 界 的 根 絶 の 認 定 と い う 目 標 が 当 組 織 の 最 優 先 課 題 で あ

る こ と を 支 持 し 承 認 す る 。  

・ 野 生 株 ポ リ オ ウ イ ル ス の 根 絶 が 証 明 さ れ る ま で は 、 組 織 全 体 の 他 の プ ロ ジ ェ ク ト を

一 切 採 択 し な い こ と を 確 認 す る 。  

・ ２ ０ ０ ４ 年 規 定 審 議 会 決 議 案 04-525 号 に 従 い 、 以 後 の 審 議 会 に よ っ て 承 認 さ れ る ま

で は 、 組 織 全 体 の 他 の プ ロ グ ラ ム は 一 切 採 択 さ れ な い こ と を 確 認 す る 。  

● ア フ ガ ニ ス タ ン に 関 す る GPEI 声 明            2021 年 8 月 19 日 

世界ポリオ撲滅イニシアティブ(GPEI)は、アフガニスタンの動向を注意深く監視しています。

GPEI のパートナーとスタッフは現在、国内のスタッフと最前線の医療従事者の安全とセキュリテ

ィを優先しながら、監視と予防接種活動の継続性を確保するために、ポリオ根絶活動と他の不可欠

な保健サービスの提供を当面分けて評価しています。アフガニスタンのポリオプログラムは、不安

と紛争の中で⾧年にわたり活動しており、予防接種の提供を可能にするすべてのアクター、機関、

組織と協力し、全国の困っている人々に人道支援を提供していきます。GPEI は、ポリオからすべ

ての子どもたちを保護し、その他の必須予防接種や保健サービスの提供を支援することに引き続き
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断固として取り組んでいます。私たちは、ポリオワクチン接種を含む医療の提供は、病気を予防

し、地域社会を守るために不可欠であると強く信じています。私たちのパートナー、アフガニスタ

ンの人々、国家および地方当局と一緒に、我々はこの重要な仕事を続けるために全力を尽くしま

す。 
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 ロータリーカード Rotary Credit Card 

２０００年９月に国際ロータリーは、クレジット・カード・プログラムを開始しま
した。日本では、Master Card （オリコ）が２００３年２月に個人カードを、２０１
３年７月に法人カードを始め、Diners Club が２０１６年２月にクラブカードを、２
０１７年 3 月に個人カードを始めました。カード利用の 0.3～0.5％がポリオ根絶活
動資金へ寄贈されています。 
 

 
【ロータリーカードの種類】 
ロータリーカードは次の 2 種類です。 
1. マスターカード（Master Card）：Orico 
2. ダイナースクラブカード（Diners Card）：三井住友トラスト㈱ 
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【マスターカード（Master Card）】 
種類は３種類 
① [個人 スタンダードカード] 

・年会費無料 
・ポリオ根絶活動資金 利用額の０．３％ 

② [個人 ゴールドカード]    
・年会費１１，０００円(税込) 
・ポリオ根絶活動資金 利用額の０．３％ 
・年会費での寄付額３，０００円 

③ [法人カード]        
・年会費３，３００円(税込) 
・ポリオ根絶活動資金 利用額の０．５％ 
・年会費での寄付１，５００円 

※以上のカードは個人・クラブの年次基金には加算されません。 
 
【ポイント交換】 
対象カード  
個人 スタンダードカード 
個人 ゴールドカード 
※法人カードは対象外。 
※個人・クラブの年次基金として加算される。 
 
【オリコカードのポイントサービス「暮らスマイル」のしくみ】 
１，０００円で「1 スマイル（ポイント）」 
例）カードで５０，０００円ショッピング→５０スマイル。 
例）カードで旅行代金を１５０，０００円決済→１５０スマイル。  
※ノーマルステージの場合 
 
【オリコカードによるポイント交換での寄付】 
寄付金→１，０００スマイル（ポイント）で５，０００円。これ以下は不可。 
目的→個人又はクラブの年次基金 
手続き→交換手続き必要 
その他→個人・クラブの年次基金として交換 
※注意事項 
①毎年３月末までに交換申請したものが 5 月にロータリー財団への寄付となる。但
し、税制上の優遇措置は受けられない。 
②４月１日から６月末日までに交換申請したポイントは次年度の計上となる。 
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【手続き方法】 
e オリコサービスの場合 
① e オリコサービスにログイン→但し、別途「ご利用登録」（無料）が必要。 
② 「暮らスマイル」メニューをクリック。 
③ 交換する商品を選ぶ 
 
オリコテレホンサービスの場合 
① フリーダイヤル 0120-911-004 又は 03-5877-5555 へ電話 
② サービス番号をプッシュ→暮らスマイル７６・スマイル照会・交換０２ 
③ カード番号と暗証番号を入力 
④ 交換する商品の商品番号・数量を入力 

商品番号９４０５「ロータリー財団への寄付(個人の年次基金に計上分)」 
１０００スマイルポイント=５，０００円分  
商品番号９４１０「ロータリー財団への寄付(クラブの年次基金に計上分) 
１０００スマイルポイント=５，０００円分 

 
その他 ローターアクトの RI 加盟(２０１９年 COL)によりローターアクターの適

応が２０２０年１月より始められました。 

 
【ロータリーダイナースクラブコーポレートカード】 
このカードはクラブで加入するクラブのためのカードです。 
毎年度２回支払う人頭分担金や財団寄付金、ロータリーグッズの購入費、国際大会
登録料、通信費事務局運営費など用途に応じたカード利用が可能でとても便利です。 
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メリットについて 
①年会費無料 
②利用額の０．３％がポリオ撲滅支援資金へ 
③事務局員さんの事務作業軽減など 

例えば、クラブ人頭分担金の支払は年２回（７月と１月）ですが、金融機関など
からの送金は手数料が掛かります。このカードを利用すれば My Rotary から簡単
な操作で支払が可能です。さらに手数料は一切掛かりません。 

 
入会手続きにつきましては下記ホームページなどでご確認ください。 

https://www.diners.co.jp/ja/entry_form/lp/rotary/index.html 
ダイナースコールセンター：0120-041-962 
コーポレートカード：0120-369-527 
個人カード：0120-951-515 

 
カード加入手続きについての概要 
入会申込人を１名選出してください。 
会⾧、副会⾧、幹事、会計、理事、会⾧エレクト、次期副会⾧、次期幹事、次期会
計、次期理事、事務局員※ 
※ 事務局員を申込人とする場合は「カスタマーコード」の会員 ID の記入は不要で
す。 

 
申込必要書類は、以下の中から２点添付書類として必要です。 

・運転免許書 表裏両面又は運転経歴証明書 
・健康保険証 表裏両面（住所記載のもの） 
・パスポート 住所記載ページ見開き・写真ページ見開き 
・マイナンバーカード（個人番号カード）など 

 
その他 

カード発行にあたりクラブ内でのカードの管理、運営等に関するルールをご検討
ください。 
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認証 Recognition 
認証とは、財団がご寄付のお礼として寄付者を表彰するものです。寄付分類や認証

額によって送られる認証が異なります。 

 

【認証の分類】 

・個人の認証（ロータリアン、ノンロータリアン、ローターアクター※、インター

アクター※） 

※ローターアクターとインターアクターとしての登録が必要。 

・法人の認証/感謝状 

・クラブに対する認証/感謝状（ロータリークラブ、ロータリーアクトクラブ、イン

ターアクトクラブ） 

・地区に対する認証 

 

個人の認証 
① 「財団の友」会員 

年次基金に毎年 100 米ドル以上寄付された個人です。 

② ポール・ハリス・フェロー（PHF：Paul Harris Fellow） 

  マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（PHF＋1～＋8：Multiple Paul Harris  

Fellow） 

ポール・ハリス・フェローは寄付分類を年次基金、ポリオプラス、ロータリー

災害救援基金、財団が承認した補助金プロジェクトへの寄付および移譲された

ポール・ハリス・フェロー認証ポイントの合計が 1000 ドルに達した個人に贈

られる認証です。その後、マルチプル・ポールハリス・フェロー1 から 8 まで

の認証が、1000 ドル毎に累計 9000 ドルまで贈られる。 

※マルチプルとは「多数・複数」の意味。例えば１度ポール・ハリス・フェロ

ーになった方（累計＄1,000 以上寄付した方）が、もう一度ポール・ハリス・フ

ェロー対象の累計に達するとマルチプル・ポール・ハリス・フェローになりま

す。例えば PHF＋3 の場合、マルチプル・ポール・ハリス・フェローの３回目

で、累計 4,000 米ドルの方に送る認証です。 

 

③ ベネファクター（Benefactor） 

  恒久基金に１,０００米ドル以上寄付した方、または資産計画にロータリー財団

を受益者として指定することを書面にてロータリー財団に通知した方。ただし、
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ベネファクターの認証は、恒久基金への寄付合計が 1000 米ドルに達した 1 回

のみ贈られる認証です。（認証ポイントは含まない） 

 

④ メジャードナー（MD：Mejor Donor、MD レベル 1～4］ 

  寄付分類に関わらず累計額が１万米ドル以上寄付された方の認証。個人又は 

夫婦に対して贈られます。 

・認証ポイントはこの認証の対象とはならない。 

・累計のレベルごとにクリスタルおよび認証ピンが贈られる。クリスタルに刻 

む名前や配偶者の情報などを確認するため、対象者のクラブ宛へ送られる「メ 

ジャードナー認証回答書式」に記入し、返送のこと。本書式は、日本事務局 

よりメールで送られる。 

⑤ アーチ・クランフ・ソサエティ（AKS：Arch Klumph Society、レベル 1～6］ 

寄付分類に関係なく累計 25 万ドル以上の寄付された方の認証です。個人又は 

夫婦に対して贈られ、入会式があります。 

 

⑥ 遺贈友の会［レベル 1～10］ 

遺産計画において１万米ドル相当以上の寄付を誓約した個人又は夫婦が会員とな 

ります。寄付は「恒久基金」として運用され、収益の一部がロータリー財団の活

動を支えます。 

※２万５千米ドル相当以上の誓約の場合、誓約が果たされた際に「冠名基金」の 

設立を同意書に含めることができる。 

※レベル７からは、併せてレガシー・ソサエティの会員となる。 

※税制上の優遇措置あり。 

 

⑦ レガシー・ソサエティ（Legacy Society） 

恒久基金に１００万米ドル以上の寄付を誓約（遺贈などを含む）した個人又は 

夫婦が会員となります。 

 

⑧ ポール・ハリス・ソサエティ（PHS：Pole Haris Society） 

年次基金、ポリオプラス、ロータリー災害救援基金、承認された財団補助金プロジ

ェクトへの寄付として一括又は合計で毎年１０００米ドル以上の支援を約束いただ

ける個人の認証です。約束を履行している間は PHS 会員です。 

※PHS 会員入会については PHS 推進用パンフレットにて申し込むか又は RI ウェ

ブサイトにアクセスして入会する。 
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[PHS の入会方法] 

My ROTARY にログインし、画面上部タブの「My ROTARY」→「寄付者の認証」 

→「ポール・ハリス・ソサエティ・メンバー」の文末にある「詳細はこちらから」

をチェックする。ページ下部にある「PHS 入会フォーラム」をクリックすると、フ

ォームが表示される。→必要事項を入力する。 

会員情報：地区番号、会員 ID、姓名（ローマ字）、E メールアドレス→入力完了後

「SUBMIT」を押す。 

（データ送信が完了すると、地区ポール・ハリス・ソサエティコーディネーターへ

の情報が通知され、追って、確認メールが届く。） 

※恒久基金及び法人からの寄付は対象外。 

 

⑨ ポリオプラス・ソサエティ（PPS：Polio Plus Society） 

あと少しとなったポリオ根絶までの活動資金の安定と増加に協力いただくため、 

地区単位で、ポリオ根絶まで毎年１００ドルを「ポリオプラス」にご支援くださる

ロータリー会員の参加・登録を進めていただくものです。実施は地区主導となって

いるため、登録や登録証、ピンバッジ等については地区へお問い合わせください。 

 

⑩ 冠名基金（Named Endowed Funds） 

恒久基金内に寄付者又は最愛の方の名前を冠した基金（冠名基金）を設立できます。 

冠名基金は、個別に管理され、年に一度、寄付者に報告書が送付されます。 

寄付の額や目的に応じて、基金の条件を選択できます。 

 

分類 説明 

２５,０００米ドル冠名基金 

 Named Endowed Fund 

 

国際財団活動資金（WF）、シェアシステ

ム、ロータリー平和センターに対する一

般的な支援またはロータリーの７つの

重点分野のいずれかのグローバル補助

金への一般的な支援に活用されます。 

 

１５万米ドル以上活動種類別の 

グローバル補助金冠名基金 

Activity Global Grant Endowed Fund 

カスタマイズされた冠名基金を設立す

ることにより、人道的プロジェクト、奨

学金、職業研修チームのいずれかの補助

金を支援できます。 
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２５万米ドル以上カスタマイズされた

グローバル補助金恒久基金 

Customized Global Grant Endowed 

Found 

スタマイズされた冠名基金を設立する

際に、次の条件から２つまで指定できま

す。 
A) 活動種類（人道的プロジェクト、

奨学金、職業研修チーム） 
B) 重点分野 
C) 地区 
D) 実施地（アフリカ、アジア、南米

など） 

※冠名基金の設置にはロータリー財団

からの承認が必要。 

※冠名基金の投資収益の一部のみが、毎

年プログラムのために活用される。 

５０万米ドル以上カスタマイズされた

グローバル補助金冠名基金 

Customized Global Grant Endowed 

Found  

 

カスタマイズされた冠名基金を設立す

る際に、次の条件から 3 つまで指定でき

ます。 
A) 活動種類（人道的プロジェクト、

奨学金、職業研修チーム） 
B) 重点分野 
C) 地区 
D) 実施地（アフリカ、アジア、南米

など） 

 

 

⑪ チャレンジ・ギフト（Challenge Gift） 

「誰か１０００米ドル寄付すると言ったら、私も１０００米ドル寄付 

します」と言って、ロータリアンに挑戦の宣言をする方法です。 

上限を設定して、「私は誰か寄付すれば、その同額を寄付する」と宣言 

します。 

１対１のチャレンジ・ギフトとは限りません。ロータリーのポリオプラス   

寄付に対して、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団は 2 対１のチャレンジ・ギフトを今後

３年間続けることを２０２０年１月に更新し、今後４億５０００万米ドルを集める

と発表しています。よって、ロータリーとしては毎年度５０００万米ドルを寄付す

ることを目標としました。 
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⑫ メモリアル・コントリビューション（Memorial Contribution：思い出の寄付） 

金額に関係なく、亡くなった人を偲んで寄付する行為。寄付の分類は問いません。 

寄付者には後日、ローリー財団から礼状が送られるので、故人の名前や寄付者から

見た故人と関係および礼状の送付先を日本事務局財団室へお知らせします。類似し

た寄付として誕生日や結婚などの機会にする「記念寄付」があります。 

 

 

【法人の認証／感謝状】 

ロータリー財団では、法人、財団法人、政府機関、非政府団体、大学、研究所など

からのご寄付に対して感謝の気持ちを表す機会をご用意しています。手続き方法は、

日本事務局財団室へご連絡ください。そして認証は、１０万米ドル以上の法人（協

賛団体、ロータリー関連団体は除く。）と個人として認証されていないものに対し、

累計に応じて贈られます。レベル 1～レベル 6。感謝状は１０００米ドル以上のご寄

付に対し、希望される企業には感謝状が贈られます。 

 

クラブに対する認証／感謝状 

クラブに送られる認証は次の通りです。なお、認証品としてバナー又は感謝状が贈

られます。 

 
① １００％「Every Rotarian, Every Year」クラブバナー 

一年度中に正会員全員※（年度途中の入・退会者は除く。）が、年次基金へ少なくと

も２５ドルの寄付をして、一人当たりの年次基金平均寄付額※が１００米ドルに達

しているクラブに贈られます。（認証を受ける手続きは不要です。） 
② １００％ロータリー財団寄付クラブバナー 

一年度中に正会員全員※（年度途中の入・退会者は除く。）が、寄付分類に関わらず

少なくとも２５米ドルの寄付をして、一人当たりの平均寄付額※が１００米ドルに

達しているクラブに贈られます。（認証を受ける手続きは不要です。） 

③ １００％ポール・ハリス・ソサエティ・クラブ認証バナー 

一年度中に正会員全員※（年度途中の入・退会者は除く。）が、一括でも合計でも一

年度中に合計１０００米ドル以上寄付したクラブに贈られます。対象となる寄付分

類は、年次基金、ポリオプラス及び財団が承認した補助金プログラム。（認証手続き

が必要です。） 

④ 年次基金への一人当たりの寄付額上位３クラブ 

地区において、一年度中に一人当たりの年次基金への平均寄付額※が上位３位に入

ったクラブに贈られます。資格を得るためには、クラブは一人当たりの年次基金へ
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の平均寄付額※が最低５０ドルに達していなければなりません。（認証を受ける手続

きは不要です。） 

 

※一人当たりの平均寄付額は年度初め（7 月 1 日）の会員数を基に計算されます。

この計算に使う寄付額には、年度途中の退会者、新入会員からの寄付も含まれます。 

 

① １００％ポール・ハリス・フェロー・クラブ 

クラブの正会員全員がポール・ハリス・フェローになっているクラブに贈られます。 

ＭＹ ＲＯＴＡＲＹから「クラブ認証概要レポート」で確認可能です。（認証手続き

が必要です。） 

 

② Rotary’s Promise クラブ 

クラブの正会員全員が恒久基金に寄付したクラブに感謝状（電子ファイル）が贈ら

れます。（認証手続きが必要です。）遺言によるロータリー財団への遺贈の誓約、ま

たは恒久基金への１０００米ドル以上の現金寄付がこの表彰の対象となります。 

 

③ End Polio Now の感謝状 

ポリオプラスへ１５００米ドル以上寄付したクラブに贈られる感謝状です。 

（認証手続きは不要です。） 

 

④ ローターアクトクラブ寄付達成証 

一年度中にクラブまたは個人からのご寄付の合計が１００ドルに達したローターア

クトクラブに贈られる感謝状（電子ファイル）です。個人寄付の場合はその寄付者

がローターアクターとして登録されていることを確認し、５「寄付の方法」に従っ

て手続きをする。 

 

 

【認証ポイントについて】 

認証ポイントは、年次基金、ポリオプラス、ロータリー財団が承認した補助金プロ

ジェクトへロータリー財団を通じて寄付をした際に、1 米ドルにつき 1 ポイント与

えられるものです。寄付者は認証ポイントを移譲して、ほかの人をポール・ハリス・

フェロー、またはマルチプル・ポールハリス・フェローにすることができます。 

なお、恒久基金への寄付は認証ポイントの対象とならないことに留意してください。

また、自分自身やクラブに移譲はできません。 
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① 認証ポイントの確認方法 

地区ガバナー、クラブ会⾧、幹事および事務局員、クラブ役員等は My ROTARY を

通じて、クラブ認証概要レポート（Club Recognition Summary：CRS）で確認する

ことができます。個人の寄付者は、My ROTARY のプロフィールから「寄付者履歴

レポート」で移譲可能な認証ポイントや移譲された認証ポイントを確認することが

できます。 

 

② 認証ポイントの移譲方法 

「ポール・ハリス。フェロー認証ポイント使用申請書」をメールまたは FAX にて日

本財団事務局に送付。申請書は MY ROTARY からダウンロードできます。 

[留意点] 

・一度に移譲できるポイントは１００ポイント以上。それ未満は不可です。但し、

小数点以下も移譲可能です。 

・クラブが所有する認証ポイントの移譲を承認するには、クラブ会⾧の承認が必要

です。 

・移譲の申請書は本人の直筆署名が必要です。 

・申請書はアルファベット表記で、タイプ入力が必須となっています。 

・2 つ目の項目の Print Name（移譲者の氏名）は Taro Yamada のようにアルファベ

ットで入力してください。 

・認証ポイント移譲で受けられる認証は、マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

8（９，０００米ドル）までとなっています。 

・その他、手続き方法については財団事務局へお問い合わせください。 
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ロータリー平和センター Rotary Peace Centers 
ロータリー平和センタープログラムは世界理解と平和という財団の使命を達成する
ため最優先されるプログラムです。ポール・ハリス没後５０年と財団の教育プログ
ラム創設５０周年を記念して、ロータリー・ポール・ハリス・センターの設立計画
を立てました。２０００年１０月の財団管理委員会により、「紛争の解決と平和に
おける国際問題研究のためのロータリーセンター」と名称を変え、さらに２００５
年 2 月には、世界平和奨学金（World Peace Scholarship）の名称が世界平和フェロ
ーシップ（World Peace Fellowship）、２００９年には「ロータリー平和センター/
ロータリー平和フェローシップ」に改正されました。 
 世界平和と紛争予防の担い手となる人材を育て、平和推進者の世界的ネットワー
クを築いています。現在、毎年、世界中から選ばれる最高１３０人のフェローが、
７つのロータリー平和センター（8 つの提携大学）のいずれかで学んでいます。フ
ェローシップには、授業料・入学金の全額、滞在費（宿泊・食費）、往復航空券、
インターンシップと実地体験の費用が含まれます。 
 国際関係、平和研究、紛争解決や関連分野での修士号取得（５０名、１５～２４
ヶ月、実践スキルを身につけるため、２～３ヶ月間の実地体験に参加）、または、
専門能力開発終了証取得（８０名、タイとウガンダのロータリー平和センターにお
ける、オンライン学習、対面式の授業、個別プロジェクトを合わせた職業人のため
の 1 年間のプログラム）があります。 
 この目標を達成するため、ロータリーは世界の名門大学と提携しました。学術研
究、実地研修、世界的なネットワークを構築する機会を提供することによって、未
来の平和構築者を育てるのが、このプログラムです。 
 
【ロータリー平和センターのある大学】 
修士号取得プログラム提携大学（２０２３年現在） 
・デューク大学およびノースカロライナ大学 チャペルヒル校（合同で一つの平和

センターを運営。米国、ノースカロライナ州）  
・国際基督教大学（日本、東京） 
・ブラッドフォード大学（英国、ブラッドフォード） 
・クイーンズランド大学（オーストラリア、ブリズベーン） 
・ウプサラ大学（スウェーデン、ウプサラ） 
 
専門能力開発修了証取得提携大学 
・マケレレ大学（ウガンダ、カンパラ） 
・パーチェシェヒル大学（トルコ、イスタンブール） 
２００２年ロータリー平和センター開設以来、１１５カ国以上から１５００人を超
えるフェローが平和センターを卒業し、現在、政府、NGO、教育・研究、軍、警
察、メディアや芸術、または国連などの国際機関で活躍しています。 
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 修士号取得プログラム 専門職開発修了証プログラム 
目的 明日のリーダーを育成 今日のリーダーを強化 
期間 15～24 カ月間（提携大学に

より異なる） 
１年間 

ロータリー平和
センターの数 

５ 
 

２ 
 

フェローシップ
の受領者数 

最高 50 人（各ロータリーセ
ンターにつき 10 人まで） 

最高 80 人（1～4 月コースと 6
～8 月コース/年、各コース 20
人まで） 

実地研修 大学の⾧期休暇中、2～3 ヶ
月間の実践的なインターン
シップ 

プログラム開始前の 2 週間オン
ライン準備コースと 11 週間の
現地実習 

 
【申請手続き】 
地区がロータリー平和フェローシップ申請書を提出します。また、地区は世界競争
制に基づく選考に向け、7 月 1 日までに申請書をオンラインで提出します。地区が
提出できる申請数に制限はありません。 
【要件】 
候補者は以下の要件を備えていることが必要です。 
・修士号取得プログラムの申請者は学士号（またはそれに該当する学位）、専門能
力開発修了証取得プログラムの申請者は優秀な学業経験。 
・3 年以上（専門能力開発修了証取得プログラムは 5 年以上）の関連分野における
職歴またはボランティア経験。 
・修士号プログラムと専門能力開発修了証取得プログラムいずれの場合も、英語に
堪能であること。修士号取得プログラムではさらに、第二言語の能力。 
・平和と国際理解への明らかな熱意。 
・その他の要件については http://www.rotary.org/ja/our-programs/peace-
fellowships-certificate-program を参照してください。 
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財団Ｑ＆Ａ 

Q１：なぜ継続事業は補助金対象とならないのですか？ 

A１：同じ支援が続いてしまうことで受益者の自立を妨げてしまうことを避けるた

めです。受益者がロータリーの補助金による継続的な支援がないと生活や活動

ができなくなってしまうというような状況を作り出さないようにロータリー

財団からの指導があります。 

 

Q２：単純な金銭の提供や物品寄付はなぜ補助金対象とならないのですか？ 

Ａ２：補助金を対象とするプロジェクトはロータリー活動の基本理念である『The 

ideal of service』（奉仕の理想） を具体化するための実践活動として位置付け

ています。多くのロータリアンが事業に参画し、「世界を変える行動人」とし

ての姿をアピールしましょう。 

 

Q３：授与と受諾の条件の中で、「創立記念式典に関する経費」は認められないと

されていますが、式典に付随して記念事業として市が所有する場所へ植樹を考

えています。補助金事業として該当しませんか。 

A３：受益者がロータリアンやロータリークラブでなければ植樹事業部分のみ補助

金対象となります。 

 

Q４：補助金が入金された後に予定していたプロジェクトが諸事情により急遽実施

できなくなりました。よって、プロジェクトを変更したいのですが認められま

すか。 

Ａ４：変更理由と変更するプロジェクトの内容等により可能です。但し、次の手順

により変更してください。 

① 担当する地区財団委員へ速やかにご連絡ください。 

② 所定の「地区補助金計画変更申請書」を提出していただきます。 

③ 再度、事業内容等を審査し、地区を通してロータリー財団へ報告します。 

④ ロータリー財団より承認通知が届きましたら、再プロジェクトが実施可能で

す。 

 

Q５：見積書、請求書、納品書および領収書はすべて必要ですか。 

Ａ５：すべて揃っていればベストですが、事情により揃わない場合は次のとおりで

す。 

① 領収書(内容が明確なものに限る) は必須です。 

② 金融機関の振り込みによる支払いで領収書がない場合は、「振込受付書」と

「請求書」。請求書がない場合は「納品書」もしくは「注文書」が必要です。 
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③ 領収書も振込受付書もない場合は、「出金伝票」もしくは「支出決定書」が 

必要です。 

 

Q６：立替金が発生した場合は、どのように処理したらよろしいですか。 

Ａ６：領収書の宛先がクラブ名でなく立て替えた個人名の場合は、立て替えた人 

がクラブ宛の請求書を発行して清算してください。この場合、個人宛の 

領収書(写)も一緒に添付してください。 

 

Q７：ローターアクターは、地区補助金またはグローバル補助金による奨学金を受

領できますか？ 

Ａ７：はい。ロータリー財団管理委員会は、ローターアクターが地区補助金／グロ

ーバル補助金による奨学金の受領者なれることに同意しました。ただし、利

害の対立に関するロータリーの方針を遵守するために、ローターアクターが

受益者となる補助金の場合、その会員が所属するローターアクトクラブが提

唱者となることはできません。 

 

Q８：My ROTARY にある寄付関連レポートに、ローターアクターからの寄付も含

まれますか？ 

Ａ８：はい。寄付関連のレポートにローターアクターからの寄付が含まれること 

   により、寄付者の認証やクラブの寄付額の確認がしやすくなりました。この

レポートは My ROTARY から入手でき、ローターアクターも自分の寄 

   付履歴を閲覧できるようになります。また、クラブ、地区、地域の役員は、    

   と所属するローターアクターのレポートを閲覧できるようになります。寄付   

   データを含むレポートは、ロータリーのプライバシーの方針に従い、ロータ    

   リーの公式業務を目的としてのみ閲覧できます。財団の寄付関連レポートに  

   関するご質問は annualfund@raotary.org までお寄せください。   

 

Q９：誰が補助金管理セミナーに出席しますか？ 

Ａ９：参加資格の認定を受けたいと望む各クラブから会員１名が出席する必要があ

ります。会⾧エレクトは可能な限り出席してください。そのほかのクラブ役

員、財団委員⾧など資金管理に関わる会員の出席をお願いします。なお、セ

ミナーへの遅刻早退は出席と認められません。また、出席がない場合は、補

助金参加資格を取得することができませんのでご了承ください。 
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Ｑ１０：地区財団活動資金(ＤＤＦ)における地区補助金支給資金の未利用額が生じ

ていますが、各クラブに再配分は可能でしょうか？ 
Ａ１０：当地区では各クラブの利用限度額である３年前の年次基金寄付（シェ

ア）の２５％枠を超える申請はできないことになっております。なお、
計画年度（実施年度の前年）に申請予定のない他クラブと共同でプロジ
ェクトを提唱され、合算された補助金を利用することは可能ですのでご
一考ください。 
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略語と用語集 Acronym and Terminology 

ロータリーの資料には、色々な略語が出てきます。それらの略語をまとめ、簡単に
説明を加えました。 
 
【略語 Acronym】 

略語 英語表記 意味 
AF Annual Fund 年次基金 
AFE Arch C. Klumph 

Society 
アーチ・クランフ・ソサエティー 

ARRFC Assistant Regional 
Rotary Foundation 
Coordinator 

ロータリー財団地域コーディネー
ター補佐 

CDC Centers for Disease 
Control and 
Prevention 

米国疾病対策センター 

CED Community Economic 
Development 

地域社会の経済発展（重点分野の
ひとつ） 

CLE Concentrated 
Language Encounter 

語学力強化研修講座 
/1987 年から 1992 年にかけてタイ
で実施され、 
タイ全土のすべての公立学校で採
用され、他国のロータリークラブ
や地区で現在も活用されている識
字教育法。 

CLP Club Leadership Plan クラブリーダーシップ・プラン 
COL Council On 

Legislation 
規定審議会 

COR Council On Resolution 決議審議会 
CRS Club recognition 

Summary 
クラブ寄付認証概要 

cVDPV circulating Vaccine 
Derived Polio Virus 

ワクチンに由来するポリオ・ウイ
ルス 

DAF Donor Advised Fund 使途推奨冠名基金 
DEI Diversity、Equity and 

Inclusion 
多様性、公平さ、開放性のこと。
ロータリーはさまざまな人が参加
できる開放的な組織、すべての人
に公平で、善意を築き、社会に役
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立つ組織づくりに努めている。こ
の目標を実現するため、RI 理事
は、多様性、公平性、開放性に関
する声明を採択した。 

DG District Grant ロータリー財団地区補助金。これ
は地区ガバナー（District 
Governor）と同じなので、前後の
文章から判断すること。 

DLP District Leadership 
Plan 

地区リーダーシップ・プラン 

DNA The Disaster Network 
of Assistance 

災害支援ネットワーク 

DRFC District Rotary 
Foundation 
Committee 

地区ロータリー財団委員会 

DRFCC District Rotary 
Foundation 
Committee Chair 

地区ロータリー財団委員⾧ 

DTA District Training 
Assembly 

地区研修・協議会 

EAP Emergency Action 
Plan 

ポリオの緊急行動計画 

E/MGA Endowment/Major 
Gift Adviser 

恒久基金/大口寄付アドバイザー 

EPNC End Polio Now 
Coordinator 

ポリオ根絶コーディネーター 

EPNZC End Polio Now Zone 
Coordinator 

ポリオ根絶ゾーンコーディネータ
ー 

EREY Every Rotarian, Every 
Year 

毎年、一人一人が年次基金への寄
付する計画 

ESRAG Environmental 
Sustainability Rotary 
Group 

環境の持続可能ロータリー行動グ
ループ 

FARG Foundation Alumni 
Resources Group 

財団学友諮問グループ 

FVP Future Vision Plan （ロータリー財団）未来の夢計画 
Gavi Gavi. The Vaccine 

Alliance 
ガビワクチンアライアンスはポリ
オ根絶 GPEI、WHO、国際ロータ
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リー、ビル＆メリンダ・ゲイツ財
団のコアパートナーの一つ。 

GETS Governors-Elect 
Training Seminars 

カバナーエレクト研修セミナー 

GFN Global Food Banking 
Network 

グローバル・フード・バンキン
グ・ネットワーク、ロータリーの
奉仕パートナー 

GG Global Grants グローバル補助金 
GANTS Governor Nominee 

Training Seminars 
カバナーノミニー研修セミナー 

GPEI Global Polio 
Eradication Initiative 

世界ポリオ根絶推進活動または世
界ポリオ根絶推進イニシアティブ 

GSE Group Study Exchange 研究グループ交換 
HGCTA Humanitarian Grants 

Cadre of Technical 
Advisors 

人道的補助金専門家 

IA International 
Assembly 

国際協議会 

IA Interactor インターアクター（インターアク
ト会員） 

IAC Interact Clubs インターアクトクラブ 
ICC Inter-Country 

Committees 
国際共同委員会 

ICGF Intercity and Club 
General Forum 

都市・クラブ連合一般討論会 

IDM Informal Discussion 
Meeting 

炉辺会合など、IFM（Informal 
Fireside Meeting）ともいわれる。 

IFM Informal Fireside 
Meeting 

炉辺会合など 

IHE International Institute 
for  
Hydraulic and 
Environmental 
Engineering 

国際水工環境工学研究所（オラン
ダ）、グローバル補助金の戦略パー
トナー 

IM Intercity Meeting 都市連合会 
IPPC International Polio 

Plus Committee 
インターナショナル・ポリオ委員
会 
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IPV Inactivated Poliovirus 
vaccine 

ポリオの不活化ワクチン 

JICA Japan international 
Cooperation Agency 

独立行政法人国際協力機構 

LGBTQ Lesbian、Gay、
Bisexual、
Transgender、 
Queer 

セクシャルマイノリティー（性的
少数者）を表す言葉で、Lesbian
（レズビアン）は同性を恋愛の対
象とする女性、Gay（ゲイ）は同
性を恋愛対象にする男性、
Bisexual（バイセクシャル）は同
性も異性も恋愛対象となる人、
Transgender（トランスジェンダ
ー）は体の性と心の性が異なる
人、Queer（クイア）または
Questioning（クエスチョニング）
性的指向や性自認が定まっていな
い人を意味する。ロータリーは、
人びとが団結し、永続的な変化を
生み出す行動をとる世界を構築す
るグローバルネットワークとし
て、年齢、民族、人種、色、能
力、宗教、社会経済的地位、文
化、性、性的指向、性同一性に関
係なく、多様性を尊重し、あらゆ
る背景を持つ人びとを受け入れ
る。 

MD Major Donor メジャードナー 大口寄付者 

MOP Manual Of Procedure 手続要覧 
MOU Memorandum of 

understanding 
覚書 

MPHF Multiple Paul Harris 
Fellow 

マルチプル・ポールハリス・フェ
ロー 

NIDs National 
Immunization Day 

全国予防接種日。ポリオ・ワクチ
ンを全国的に投与するためのも
の。 

OFAC Office of Foreign 
Assets Control 

米国財務省資産管理局。この管理
局の制裁対象国には、原則として
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グローバル補助金や地区補助金を
使うことができないが、実施する
場合は早めに地区財団委員会と協
議してください。なお、制裁国は
一定していないので、その都度確
認すること。 

OPV Oral Polio Vaccine 経口ポリオ・ワクチン 
PDG Past District Governor 元ガバナー、バストガバナー（PG

と表示することもある） 
PEFC Polio Eradication 

Fundraising Campaign  
ポリオ根絶募金キャンペーン 

PETS President-Elect 
Training Seminar 

会⾧エレクト研修セミナー 

PG Past Governor 元ガバナー、バストガバナー 
PHF Paul Harris Fellow ポール・ハリス・フェロー 
PHS Paul Harris Society ポール・ハリス・ソサエティー 
PIIF-RFJ Public Interest 

Incorporated 
Foundation, Rotary 
Foundation Japan 

公益財団法人ロータリー日本財団 

PP PolioPlus ポリオプラス 
PPP PolioPlus Partners ポリオプラス・パートナー 
RA Retractor ローターアクター 
RAC Rotaract Clubs ローターアクトクラブ 
RAG Rotarian Action Group ロータリー行動グループ 
RAGFHAP Rotary Action Group 

for Family Health and 
AIDS Prevention 

家族健康とエイズ予防ロータリー
行動グループ 

RAGMHH Rotary Action Group 
for Menstrual Health 
＆ Hygiene 

月経衛生のためのロータリー行動
グループ（WASH ロータリー行動
グループとの連携を奨励されてい
る） 

RC Rotary Coordinator ロータリーコーディネーター 
RCC Rotary Community 

Corps 
ロータリー地域共同体 

RCHAC Rotary Center Host 
Area Coordinator 

ロータリー・センター・ 
ホスト・エリア・コーディネータ
ー 
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RCOP Rotary Code of 
Policies 

ロータリー章典 

RF Rotary Fellowship ロータリー親睦活動 
RFAC Rotary Foundation 

Alumni Coordinator 
ロータリー財団学友コーディネー
ター 

RFAN Rotary Foundation 
Alumni Network 

ロータリー学友ネットワーク/ロー
タリー財団学友世界同盟（Global 
Alliance of Rotary Foundation 
Alumni）が改称されたもの。学友
会を結成するときは、申請書を提
出する。ロータリーの事務総⾧が
検討して、ロータリーの方針に合
致していると判断すると、ロータ
リー財団が加盟認証状（charter）
を発行し、ロータリー財団学友ネ
ットワークの下に認証される。 
 

RFC Rotary Foundation 
Coordinator 

ロータリー地域コーディネーター 

RFCOP Rotary Foundation 
Cord of Policies 

ロータリー財団章典 

RFP Rotary Friendship 
Exchange 

ロータリー友情交換 

RFG Rotary Fellowships 
Groups 

ロータリー親睦活動グループ 

RFAM Rotary Foundation 
Sustaining Member 

ロータリー財団の友 

RI Rotary International 国際ロータリー 
RIB Rotary International 

Bylaws 
国際ロータリー細則 

RIBI Rotary International in 
Great Britain ＆ 
Ireland 

グレート・ブリテンおよびアイル
ランド内国際ロータリー 

RIC Rotary International 
Constitution 

国際ロータリー定款 

RIJYEM General Incorporated 
Association Rotary 
International Districts 

一般社団法人 国際ロータリー日
本青少年交換多地区合同機構（ラ
イジェム） 
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of Japan Youth 
Exchange Multidistrict 
Organization 

RIMZC Rotary International 
Membership Zone 
Coordinator 

国際ロータリー会員組織ゾーンコ
ーディネーター 

RITS Rotary International 
Travel Service 

国際ロータリー・トラベルサービ
ス 

RLGI Regional Leaders 
Global Institute  

地域リーダーグローバル研修セミ
ナー 

RLI Rotary Leadership 
Institute 

ロータリー・リーダーシップ研究
会 

ROTEX Rotary Exchange ローテックス（ロータリー青少年
交換学生経験者の非公開グルー
プ） 

RPC Rotary Peace Center ロータリー平和センター 
RPCMGI Rotary Peace Center 

Major Gift Initiative 
ロータリー平和センター大口寄付
推進計画 

RPIC Rotary Public Image 
Coordinator 

ロータリー公共イメージコーディ
ネーター 

RRFC Regional Rotary 
Foundation 
Coordinator 

ロータリー財団地域コーディネー
ター 

RRIMCI Regional Rotary 
International 
Membership 
Coordinator 

国際ロータリー会員組織地域コー
ディネーター 

RSS Really Simple 
Syndication ブログなどウェッブサイトの更新

情報を配信するために用いられる
文書形式。ご利用方法 

1. RSS を利用できるインターネ

ット（Google や MyYahoo!）

で

http://www.rotary.org/rss.xml

を追加してください。ご自分

やクラブのニーズに合わせ

-79-



て、ほかのプログラムで配信

設定を行うこともできます。 

2. ウェブサイト・コンテンツ用

の RSS コードを作るには、

「Generate Feed（配信シス

テムを作成）」をクリックし

てください。 

3. ご使用のウェブサイトの該当

箇所にコードを入力してくだ

さい。  

RYLA Rotary Youth 
Leadership Awards ロータリー青少年指導者養成プロ

グラム 

SAA Sergeant-at-Arms 
会場監督 

SAR Semiannual Report 
半期報告書 

SDGs Sustainable 
Development Goals 持続可能な開発目標（2015 年 9 月

の国際サミットで採択された国際
社会の共通目標） 

SRCC Standard Rotary Club 
Constitution 標準ロータリークラブ定款 

SRF Shaping Rotary’s 
Future ロータリー未来形成 

SRFC Shaping Rotary’s 
Future Committee ロータリーの未来形成委員会 

2018 年 7 月より設置された RI 委
員会で、ロータリーが時代に沿っ
た組織となることを促し、次の事
柄について新たな視点を提供す
る。 

・地域リーダーとその構造（協議
会・会⾧代理・地域リーダーの効
果、および地域化モデルの検討な
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ど）、理事と地区の間のリーダー
層、地区（数、大きさ、リーダー
シップ、ガバナーの任務、地区大
会の価値と効果）。 

STAR Special Training for 
Action in Rotary スター・プログラム 

TRF The Rotary 
Foundation  ロータリー財団 

TRFB The Rotary 
Foundation Bylaw ロータリー財団細則 

TRFC The Rotary 
Foundation Cord of 
Policies 

ロータリー財団章典 

UNESCO-IHE Institution for water 
Education ：
UNESCO  

ユネスコ水教育研究所 

UNICEF United Nations 
Children’s Found 国際連合児童基金 

USAID U.S. Agency for 
International 
Development  

米国国際開発庁:米国の外交政策の
目標を支援して、世界各地に人道
的、経済的、開発面の援助をす
る。米国政府組織の一つ。2007 年
4 月に RI と協調するアライアンス
（Global Development Alliance）
を結んだ。 

VTT Vocational Training 
Team 職業研修チーム 

WAS・MGA Water and Sanitation 
Major Gifts Initiative 水と衛生のための大口寄付推進計

画委員会 

WASRAG Water ＆ Sanitation 
Rotarian Action Group 水と衛生のロータリー行動グルー

プ 
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WCS World Community 
Service 世界社会奉仕 

WF World Fund 
国際財団活動資金 

WFC World Food Council 
世界食料評議会 

WHO World Health 
Organization 世界保健機構 

WPC Wild Poliovirus 
野生株ポリオ・ウイルス 

WPD World Polio Day 
世界ポリオデー 

YSA Yous Service America 
ロータリーの奉仕パートナー 

YTD Year To Date 
現在まで（財団の報告書によく使
われている） 

 
【ロータリー財団用語 The Rotary Terminology】 

名称/英語表記/内容 

ウェビナー/Webinar/ Web と Seminar の造語でオンラインセミナーのこと。ロータ
リーのホームページの My ROTARY からラーニングと参考資料のウェビナーをクリ
ックする。ウェビナーのベージには、いくつかの言語のセミナーが列記されてい
る。Register Now をクリックすると、それだけで登録できる。その後、E-mail が届
く。この E-mail は英文で、開催日時は米国標準時間である。E-mail にはアドレス
があり、このアドレスは他の人と共有できない。その後、日本時間の連絡がある。 
また Webinar の前日には連絡がある。当日は送られてきたアドレスを所定の時刻に
クリックして参加できる。My ROTARY を通じて録画を見ることができる。 
コーポレート・プログラム/Corporate Program/現在はポリオ・プログラムだけであ
る。ロータリーという組織をあげて取り組むプログラム。 
視覚的イメージ/Visual Identity/「Rotary」という文字と徽章（歯車）の両方が含ま
れている。「Rotary」の文字は、常に徽章の左に表示される。この公式ロゴを可能な
限りどの資料にも表示する。「誇りのシンボル」（徽章のみ）と呼ばれるグラフィッ
クもある。インパクトを強めるために使用するデザイン要素である。ただし、「誇
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りのシンボル（Mark of excellence）」のみを単独で使用すべきではない。必ずロゴ
と一緒に使用すること。ロゴの一貫性を維持することは、極めて重要である。
「Rotary」の文字と徽章の配置と比率は、常にガイドラインの指定に従うこと。 
改造や変形は一切認められない。色の具体例については『ロータリーを生き生きと
表現しよう「ボイス」とビジュアルアイデンティティのガイド』（547-JA）を参照
のこと。ロータリーの襟ピンには変更はない。また、公式ロゴはクラブに強制する
ものではない。 
世界最大のコマーシャル/The World’s biggest Commercial/世界のさまざまな国や文
化圏の人びとが、ノーベル賞受賞者、映画スター、有名ミュージシャンたちと共
に、声を一つにして「もう少し」のポーズをとる、ポリオ根絶「End Polio Now」 
を訴える CM である。手で「あと少し」（this close）のポーズを取った自分の写真
を、アップロードするだけで、世界最大のコマーシャルに参加できる。 
月次寄付レポート/Monthly Contribution Report：MCR/地区内各クラブの寄付一覧
表。My ROTARY から見ることができる。MY ROTARY ページの右下側の役立つ
ツールの「ロータリークラブ・セントラル」を選び「レポート」の「ロータリー財
団への寄付」タブを選択する。現在、所属クラブおよび地区に関する下記報告書が
入手できる。 
 
[クラブレポート] 
〇ポール・ハリス・フェロー/ベネファクターのレポート(Paul Harris Fellow and 

Benefactor Report) 
〇クラブ認証概要レポート(Club Recognition Report：CRR) 
〇クラブバナー認証レボート（Club Foundation Banner Report/For Rotary Year） 
〇メジャードナー/アーチ C.クランフ・ソサエティ/遺贈友の会レポート（Major 

Donor、Arch Klumph Society、and Bequest Society Report） 
〇 クラブファンドレイジング分析（Club Fundraising Analysis/For Month） 
〇ポール・ハリス・ソサエティ・レポート（PHS） 
[地区レポート] 
〇月次寄付レポート(MCR：Monthly Contribution Report/For Rotary Year and 

Month) 
〇ポリオ・プラスに関するレポート（Polio Plus Report：For Rotary Year） 
 
よく使うレポート 

クラブ認証概要レポート（CRR） 月次寄付レポート（MCR） 

クラブ ID クラブ ID 
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氏名 クラブ名 

クラブ会員（現・元の区別） 会員数 

認証額 年次寄付目標額 

現在のレベル（PHF レベル） 目標達成度（％） 

PHF 認証日 年次基金（1 人当り） 

以上可能な認証ポイント 年次基金（選択月） 

前回の寄付（年月）と分類 年次基金（累計額） 

ベネファクター その他の基金（選択月） 

自動定期寄付 その他の基金（累計額） 

 恒久基金（選択月） 

 恒久基金（累計額）  

 合 計 
 

ロータリーボイス/Rotary Voice/人に個性や性格があるように、組織にも個性や性
格がある。これを表現するために用いるトーンやスタイルが「ボイス」である。ロ
ータリーは他に類のない存在である。この個性をコミュニケーションや体験の中で
相手に感じ取ってもらうには、私たちが常に同じ「ボイス」を使うことが大切であ
る。そうすることによって、口頭での説明や会話、文章、視覚的デザインでボイス
を認識し、一貫したロータリーの個性を表現できる。話し、書き、デザインする際
にロータリーのボイスの特性（賢明さ、思いやり、粘り強さ、行動を促す力）を指
針とする。各種の視覚的ツール（写真やインフォグラフィック）を活用すれば、さ
らに生き生きとロータリーの個性をかもし出すことができるだろう。『ロータリー
を生き生きと表現しょう「ボイス」とビジュアルアイデンティティのガイド」
（547A）参照のこと。 
モニターリングと評価計画/Monitoring and Evaluation Plan/グローバル補助金の人
道的プロジェクトと職業研修チーム（VTT）の場合、申請に際し、必要とされるも
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の。ロータリー財団の評価基準を認定しているが、独自に評価基準を決めても構わ
ない。例えば受益者の数、新たに生じた雇用の機会などである。  
ロータリークラブ・セントラル/Rotary Club Central/My ROTARY からクラブ・セ
ントラルをクリックし、E-mail アドレスとパスワードでサインインする。クラブと
財団寄付からそれぞれ目標を入力することができる。なお、新会員と退会会員は
「運営する」→「クラブの運営」で報告できる。 
奉仕プロジェクトセンター/Service Project Center/奉仕活動の情報を掲載できるロ
ータリーのデジタルプラットホーム。このサイトは、会員が奉仕プロジェクトを管
理し、活動内容やベストプラクティス、奉仕への関心をもたらします。奉仕プロジ
ェクトセンターの導入により、「ロータリーショーケース」は廃止されました。ロ
ータリーショーケースに掲載されていたロータリーとロータアクトの奉仕プロジェ
クトの情報はすべて、奉仕プロジェクトセンターに移行されました。
https://spc.rotary.org/ 
ロータリーのブランドリソースセンター/Rotary Brand Center/ブランドリソースセ
ンターから、ロータリーのロゴ、カスタマイズ可能なテンプレート、ビジュアルア
イデンティティのガイドライン、広告、写真、動画などをダウンロードして利用で
きる。クラブと地区は、ここから独自のロゴやパンフレット、ニュースレター、ち
らし、名刺、ウェブサイト、便箋などを作成することも可能である。（ご利用にはロ
グインが必要）。https://brandcenter.rotary.org/ja-jp/ 
ロータリー財団地区補助金とグローバル補助金 授与と受諾の条件/Terms and 
Conditions for Rotary Foundation District Grants and Global Grants/補助金を受領
する条件、それに伴って、守らなければならないことが記載されている。地区補助
金とグローバル補助金は共通だが、パッケージ・グラントについては別個の授与と
受諾の条件が用意されている。時折、改定されるので、最新のものを参照するこ
と。 

 
【ポリオプラス用語】 
ポリオ・ウイルス/Polio Virus/劣悪で管理の行き届いない衛生状態によって急性
灰白髄炎（poliomyelitis）を引き起こすウイルス。また、野生型ポリオ・ウイル
スとも呼ばれている。 
ポリオ常在国/Endemic Country of Poliovirus/ポリオの感染が途切れたことがな
く、ポリオ・ウイルスが自然に発生している国を指す。現在ポリオの常在国は、
アフガニスタン、パキスタンの２カ国である。最新の情報源（GPEI）： 
https://polioeradication.org/this-week/ 
ポリオ・プラス/Polio plus/1985 年に設置されたロータリー財団プログラムで、
ロータリーは、世界ポリオ根絶活動に民間部門による支援を導入した。ポリオを
根絶するために世界中の地域で行ってきたボランティア活動に加え、ロータリア
ンによる寄付額は、世界にポリオがないことが証明されるまでに 15 億ドル以上
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に上がると予想されている。ポリオ・プラスの「プラス」は、今後のほかの保健
活動に生かすことの出来る全世界ポリオ根絶の遺産を意味している。 
 
 
世界ポリオ根絶推進活動/Global Polio Eradication Initiation：GPEI  
突発的感染の鎮静化から歴史的な節目の実現まで、ロータリーは世界ポリオ根絶
推進活動が大きく前進を遂げることを可能にした。そして、2013 年、世界ポリ
オ根絶推進活動（GPEI）は、2018 年を目標にポリオ根絶を目指す包括・戦略的
ロードマップとして「ポリオ根絶最終戦略 2013-2018」を発表した。 
根絶の証明 ポリオフリー（清浄）とポリオ根絶/polio-Free and Polio 
Eradication/ポリオが根絶されたという世界的な証明が第一目標である。監視活
動を通じて、ポリオ・ウイルスの感染が少なくとも 1 年以上発症しない場合、保
健当局がその地域をポリオ無発生（ポリオフリー）として証明する。2015 年ア
フリカ大陸がポリオフリーとなった。そして、地球上からポリオの最終発症から
3 年間発症がなければポリオ根絶となる。 
全国予防接種日/National Immunization Day：NIDs/定期的な予防接種活動を補
足する活動。ポリオ・ウイルスの感染の連鎖を断ち切るために最も高いリスクを
抱える年齢層（5 歳未満）のすべての子どもに経口ワクチンを投与し、大規模か
つ組織的な予防接種を行う。ポリオ常在国では、通常少なくとも 3 年間、毎年数
回にわたって全国予防接種日を定めて実施する。 
ビル＆メリンダ・ゲイツ財団/Bill＆Melinda Gates Foundation；B＆MGF/ビル
＆メリンダ・ゲイツ財団は、GPEI における最大の民間の資金提供者となってお
り、ロータリーからポリオ根絶への寄付に対して 2 倍額の上乗せを提供してい
る。また、テクニカルサポート、ならびにポリオワクチン、監視活動、発生への
緊急対応を向上させるための調査への投資を行っている。 
パートナー/Partner/ポリオ根絶活動は、ロータリー、ユニセフ（UNICEF：国
際児童基金）、米国疾病対策センター（CDC）、世界保健機構（WHO）、ビル＆
メリンダ・ゲイツ財団、Gavi ワクチンアライアンス（Gavi The Vaccine 
Alliance）、各国政府がサポートする「世界ポリオ根絶推進活動」（GPEI）と世界
中の支援者によって進められている。 
米国疾病対策センター/Centers of Disease Control and Prevention：CDC/ 
CDC は、疫学者、公衆衛生の専門家、科学者を現地に派遣してポリオ感染の調
査、ウイルスの特定、ウイルス起源の特定などを行っている。 
ユニセフ/United Nation International Children’s Emergency Fund：UNISEF/ 
ユニセフ（国際連合児童基金）は、ポリオワクチンの購入と配給の管理を行って
いる。また、予防接種に対する地域社会の理解を得るため、予防接種の重要性に
ついて情報を広げている。現場のユニセフワーカーたちは、現地の保健従事者や
ボランティアとともに子どもへのワクチン投与にあたっている。 
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世界保健機構/World Health Organization：WHO/WHO は保健省に技術的・運
営面でのサポートを提供している。WHO は進捗のモニタリングと戦略計画の立
案を担当している。 
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申請・準備書類 Application and Documents 
1. 寄付送金・認証 

〇寄付送明細書 
https://my.rotary.org/ja/document/piif-contribution-form-rotarians-clubs 
〇寄付・認証の手引き 
https://piif-rfj.org/pdf/tebiki_kifuninsho.pdf 

 
2. 資格認定（覚書） 
    〇クラブ参加資格認定：覚書(MOU) 
  https://www.rid2560niigata.jp/download 
   〇クラブの参加資格認定 よくある質問    

http://www.rotary.org/myrotary/ja/document/10021 
 
3. 補助金申請 
  〇グローバル補助金 授与と受諾の条件 

〇地区補助金 授与と受諾の条件 
https://www.rid2560niigata.jp/download 
〇補助金センターのご利用ガイド 

  http://my.rotary.org/ja/document/how-use-grant-center 
    〇グローバル補助金ガイド 
  http://www.rotary.org/myrotary/ja/document/guide-global-grants 
    〇モニタリングと評価の計画について 
  http://www.rotary.org/myrotary/ja/document/5676 
    〇グローバル補助金申請テンプレート 
  http://my.rotary.org/ja/document/global-grant-application-template 
    〇グローバル補助金報告書テンプレート 
  http://my.rotary.org/ja/document/global-grant-report-template 
    〇グローバル補助金計算表 
  http://www.rotary.org/myrotary/ja/document/global-grant-calculator 
 
[奨学金] 
  〇奨学金の提供 
  http://www.rotary.org/myrotary/ja/take-action/empower-leaders/create-

scholarship 
    〇ロータリー平和フェローシップ 
  http://www.rotary.org/myrotary/ja/take-action/empower-leaders/support-

peace-centers 
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〇ロータリーの学友 
http://www.rotary.org/myrotary/ja/alumni 
〇グローバル補助金奨学生のテンプレート 
http://www.rotary.org/myrotary/ja/document/global-grant-scholarship-
candidate-application-template 
 

4．その他（プロジェクトのヒント） 
  〇重点分野の基本方針 
  http://www.rotary.org/myrotary/ja/document/areas-focus-policy-statements 
    〇効果的なプロジェクトの立案 
  http://my.rotary.org/ja/take-action/develop-projects/project-lifecycle-

resources 
  〇MYROTARY の補助金と専門家グループに関するレポートの利用方法 
  https://my.rotary.org/ja/document/using-grants-reports-my-rotary 
 
5．ラーニングセンター 
  〇地区委員会の基本 

https://learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/157/de-qu-wei-
yuan-huino-ji-ben 
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資料 Materials 
 
 
クラブの参加資格認定：覚書(MOU) 
 
第 2560 地区グローバル補助金 DDF 申請書 
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クラブの覚書（MOU）（2024年 7月 1日発効） 

 

ロータリー財団 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

クラブの参加資格認定：覚書（MOU）   

1. クラブの参加資格認定 

2. クラブ役員の責務  

3. 財務管理計画 

4. 銀行口座に関する要件  

5. 補助金資金の使用に関する報告 

6. 書類の保管 

7. 補助金資金の不正使用に関する報告 

 

1. クラブの参加資格認定  

クラブは、参加資格の認定を受けるにあたって、ロータリー財団（以下「財団」）から提供されるこの覚書（

MOU）に記載された財務と資金管理の要件を遂行すること、および、毎年最低 1名のクラブ会員を地区主

催の補助金管理セミナーに出席させることに同意しなければならない。クラブがグローバル補助金、企業の

社会的責任（CSR）補助金、および大規模プログラム補助金を受領するには、参加資格を認められなければ

ならない。ただし、地区補助金の資金を受領するにあたっては、クラブが資格認定を受けることは義務づけら

れていない。地区は、クラブの参加資格として追加の要件を定めたり、地区補助金の活用についてもクラブ

の参加資格認定を義務づけることができる。これらの条件をすべて満たすことにより、クラブの参加資格が

認定され、ロータリー補助金への参加が認められる。      

 

A. 参加資格条件がすべて満たされた場合には、1ロータリー年度にわたり、クラブの補助金への参加資格

が認められる。  

B. クラブが認定状況を維持するには、この覚書（MOU）、地区が定めた追加要件、その他該当するすべて

のロータリー財団方針を遵守しなければならない。 

C. 資金の管理を誰が行うとしても、クラブが提唱した補助金資金の使用に対しては、クラブが責任を負う。 

D. 以下のような補助金資金の不正使用ならびに不適切な管理（ただし、これらに限られない）が確認され

た場合、クラブの参加資格が保留、あるいは取り消しとなる場合がある：不正、偽造、会員情報の改ざ 

ん、重大な過失、また受益者の健康、福利、安全を脅かす行為、不適切な寄付、私益のための資金使 

用、利害対立の未開示、個人による補助金資金の独占、報告書の偽造、水増し行為、受益者からの金銭

の受領、不法行為、認められていない目的での補助金資金使用。 

E. クラブは、いかなる財務監査、補助金監査、業務監査にも協力しなければならない。 

 

2. クラブ役員の責務 

クラブ役員は、クラブの参加資格認定およびロータリー財団補助金の適切な使用について主要な責任を有

する。 

 

クラブ役員の責務には以下が含まれる。 

A. クラブの資格認定手続きの遂行と管理、認定状況の維持を担当するクラブ会員を最低 1名任命する。  

B. すべてのロータリー財団補助金が、資金管理の方策と適切な補助金管理の慣行に従って管理されるよ

う確認する。 

C. 補助金に関与するすべての人が、実際の利害の対立や、利害の対立であると認識される事態を避ける

ように活動するよう確認する。   
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3. 財務管理計画  

クラブは、補助金の一貫した管理を行うために、書面で財務管理計画を作成しなければならない。 

 

財務管理計画には、以下の手続きが含まれていなければならない。 

A. すべての領収書と補助金資金の支払いの記録を含め、標準的な会計基準に則って会計を維持する。 

B. 必要に応じて、補助金の資金を支払う。 

C. 資金の取り扱いは、複数の人で分担する。 

D. 補助金で購入した備品・設備やその他の財産の目録システムを確立し、補助金関連活動のために購入

したもの、作られたもの、配布されたものの記録を付ける。 

E. 資金の換金等を含む全補助金活動が、現地の法律や規制を順守したものであることを確認する。 

 

4. 銀行口座に関する要件 

補助金資金を受け取るには、ロータリー財団の補助金資金の受領と支払いのみを目的とする口座をクラブ

が設けなければならない。 

 

A. クラブの銀行口座は以下を満たしていなければならない。 

1. 資金の支払いには、クラブの少なくとも2名のロータリー会員が署名人となること。 

2. 低金利、または無金利の口座であること。 

B. 利子が生じた場合には、すべて書類に記録し、承認された補助金活動に使用するか、ロータリー財団に

返還しなければならない。 

C. クラブが提唱する各補助金につき、別個の口座を開設し、口座名は、補助金用であることが明らかに分

かるものとすべきである。  

D. 補助金は、投資用口座に預金してはならない。これには、投資信託、譲渡性預金、債権、株の口座が含

まれる（ただし、これらに限られない）。 

E. ロータリー財団補助金資金の受領および使用を裏付ける銀行明細書をいつでも提示できるようにして

おかなければならない。 

F. クラブは、署名人の交代に備えて、銀行口座の管理責任の引継ぎ計画書を作成し、保管しなければなら

ない。 

 

5. 補助金資金の使用に関する報告 

クラブは、ロータリー財団のすべての報告要件に従わなければならない。補助金に関する報告を通じて、ロ

ータリー財団は補助金の使用状況を知ることができる。このため、この報告は補助金の資金管理の重要な部

分である。 

 

6. 書類の保管 

クラブは、参加資格認定とロータリー財団補助金に関連する重要書類を保存するための、適切な記録管理

システムをつくり、これを維持しなければならない。これらの書類を保管することにより、補助金管理の透明

性が保たれるとともに、監査や財務評価の準備に役立つ。 

 
A. 保管する必要のある書類には、以下が含まれる（ただし、これらに限られない）： 

1. 銀行口座に関する情報（過去の銀行明細書を含む）。 

2. 署名入りのクラブの覚書（MOU）を含む、クラブの参加資格認定に関する書類。 

3. 計画や手続きを記載した書類。これには以下が含まれる。 

a. 財務管理計画書 

b. 書類の保存と保管の手続き 

c. 銀行口座署名人の引継ぎ計画書、および銀行口座の情報と書類の保管 

4. 購入したすべてのものの領収書と請求書を含む、補助金に関連する情報  

B. クラブの記録は、クラブのロータリー会員が、または地区が要請した場合は地区が、閲覧、入手できるよ

うにしなければならない。   

C. 書類は、少なくとも 5年間、もしくは国や地域の法律によってはそれ以上の期間、保管しなければならな

い（日本の場合、グローバル補助金奨学金に関する書類は 10年間保管しなければならない）。 
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7. 補助金資金の不正使用に関する報告 

補助金資金の不正使用や不適切な管理があった場合、またはそう疑われる場合には、クラブはこれを地区に

報告しなければならない。このような報告により、補助金資金の不正使用が絶対に許されないという環境を

クラブ内に作り出すことができる。 

 

承認と同意  

この覚書（MOU）は、クラブと地区の間に交わされる同意書であり、補助金活動の適切な管理と財団補助金資金

の適切な管理を行うための措置をクラブが取ることを認めるものである。この文書を承認することにより、クラブ

は、この覚書（MOU）に記載されたすべての条件と要件に従うことに同意する。   
 
___________________________ロータリークラブ／ローターアクトクラブを代表し、下記署名人は、_____________ロータリー年度、

この覚書（MOU）に記載されたすべての条件と要件に従い、これらの要件に関してクラブの方針や手続に変更や

修正があった場合には、国際ロータリー第__________地区に通知することに同意する。 
 

クラブ会長  クラブ会長エレクト 

就任年度   就任年度  

氏名   氏名  

署名  

 

 署名  

日付   日付  
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1 
 

20  －20  年度 RID2560 

グローバル補助金ＤＤＦ申請書 

（人道的プロジェクト） 

グローバル補助金による人道的プロジェクトの提唱者は、ロータリー財団への申請に先立ち、

活動計画と目的、資金調達計画等のプロジェクト概要を地区ロータリー財団委員会に提出し、

ＤＤＦからの拠出金の配分について、承認を得る必要があります。プロジェクトの概要には、

以下の項目を含めることが必要です。 

※日本語のみで記入してください。地名・個人名等はカタカナでルビを付けてください。 

ＤＤＦ申請クラブ ＲＣ 

区分（どちらかに○） 代表提唱者・調達資金提唱者 

ＤＤＦ調達資金申請金額 ＄ 

 

Ⅰ．概要 

プロジェクト名 
 

プロジェクト番号 ＧＧ 

1 実施国（被援助国）提唱者に関する情報 

クラブ名 ロータリークラブ 

地区  

代表連絡担当者氏名  

E-Mail  

電話  

２ 援助国（実施国外）提唱者に関する情報 

クラブ名 ロータリークラブ 

地区  

代表連絡担当者氏名  

E-Mail  

電話  

３ プロジェクト開始日 20  年  月  日 

４ プロジェクト完了予定日 20  年  月  日 

５ プロジェクト実施地 地区：  

国名： 

市区町村名： 

６ 重点分野 ☐ 平和構築と紛争予防      ☐ 疾病予防と治療 

☐ 水と衛生           ☐ 母子の健康 

☐ 基本的教育と識字率向上    ☐ 地域社会の経済発展 

☐ 環境 

地区受付日  
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７ 受益地域社会の概要説明  

８ 受益地域社会に存在するニーズ  

９ 現在これらのニーズに対して地

元団体、自治体、NGO が対応して

いる状況 

 

１０ 提案する活動内容（取組むニー

ズ、目標、受益者、地域社会にも

たらす成果・恩恵など） 

 

１１ 提案する活動に関与する協力組

織、または大学（あればすべて） 

 

１２ 受益社会の人々が当該プロジェ

クトにどのように関与するか具

体例 

 

１３ 受益社会がこのような活動を希

望している理由 

 

１４ 活動が重点分野の目標達成にど

のように関係するか 

 

１５ 期待される成果の測定法、ならび

に長期的成果 

 

１６ 活動とその成果を持続可能なも

のとするためにそれぞれの関係

者はどのように対応するか 

 

１７ ロータリアンの役割 

(貴クラブ会員は何をするのか…

資金調達以外の活動を具体的に) 

 

 

 

 

Ⅱ．支出予算（米ドル） （費目が書ききれないときは欄を追加してください） 

１   

２   

３   

       合計  

 

Ⅲ．調達資金（米ドル） （費目が書ききれないときは欄を追加してください） 

１ 現金 ＤＤＦ申請クラブからの拠出額  

２ 現金 他の援助国提唱者からの拠出額  

３ 現金 被援助国提唱者からの拠出額  

  現金拠出金額 (1+2+3)                  小計 (a) 

４ ＤＤＦ 2560 地区からの拠出額（申請額）  
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５ ＤＤＦ 他地区からの拠出額  

  ＤＤＦ拠出金額 (4+5)                  小計 (b) 

６ ＷＦからの上乗せ申請金額 最大(b)×80％   (c) 

 合計(a)+(b)+(c)（支出合計額と一致）  

 

Ⅳ．プロジェクト連絡担当者 （2 名選出ください）  

連絡担当者名 クラブでの役職 電話番号 

正）   

副）   

 

Ⅴ．クラブの確認 ※署名・日付は、罫線の上にご記入下さい 

地区の大切な資金ですので地区からの要請があった場合、地区財団セミナー等において

プロジェクトの成果を発表します。 

 

ロータリークラブ名               クラブ連絡先電話番号          

 

                                            

会長の署名           幹事の署名           日付 

 

Ⅵ．地区セミナー発表者（1名選出ください） 

セミナー発表者 クラブでの役職 電話番号 

   

 

 

【ＤＤＦ調達資金承認金額】 

     ＄                  

 

地区補助金委員長                                         

 地区補助金委員長署名 承認日 

 

地区ロータリー財団委員長                                    

 地区ロータリー財団委員長署名 承認日 

 

地区ガバナー                                        

 地区ガバナー署名 承認日 

 

2024/08/01 改訂 
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